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(57)【要約】
　カメラ制御インターフェース(CCIe)バスの向上した性
能を提供するシステム、方法および装置について記載す
る。データ通信の方法は、シリアルバス上で第1の同期
コードを送信するステップと、第1の同期コードに応答
して、シリアルバスに結合された第1のデバイスとの同
期を確立するステップと、第1のデバイスとの同期を確
立した後、第1のプロトコルに従って、シリアルバスを
介して第1のデバイスと通信するステップと、シリアル
バス上で第1の非同期コードを送信するステップであっ
て、非同期コードは、第1のデバイスとの同期の喪失を
引き起こすように構成される、ステップと、シリアルバ
ス上で第2の同期コードを送信するステップと、第2の同
期コードに応答して、シリアルバスに結合された第2の
デバイスとの同期を確立するステップと、第2のデバイ
スとの同期を確立した後、第2のプロトコルに従って、
シリアルバスを介して第2のデバイスと通信するステッ
プとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ通信の方法であって、
　シリアルバス上で第1の同期(SYNC)コードを送信するステップと、
　前記第1のSYNCコードに応答して前記第1のデバイスとの同期を確立した後、第1のプロ
トコルに関連付けられた第1の動作モードに従って、前記シリアルバスを介して第1のデバ
イスと通信するステップと、
　前記シリアルバス上で非同期(UNSYNC)コードを送信するステップであって、前記UNSYNC
コードは、前記第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすように構成される、ステップ
と、
　前記シリアルバス上で第2のSYNCコードを送信するステップと、
　前記第2のSYNCコードに応答して前記第2のデバイスとの同期を確立した後、前記第1の
プロトコルに関連付けられた第2の動作モードに従って、前記シリアルバスを介して第2の
デバイスと通信するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記第1のプロトコルはカメラ制御インターフェース(CCIe)プロトコルを含み、前記第1
の動作モードは、前記シリアルバス上で送信されるべき12個のシンボル中でデータワード
が符号化される動作モードに対応する、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のSYNCコードを送信するステップは、
　前記シリアルバス上で、12個のシンボルからなるシーケンスを送信するステップであっ
て、12個のシンボルからなる前記シーケンスは、前記シリアルバスのシリアルクロック(S
CL)線を、12個のシンボルからなる前記シーケンスの送信中、論理高シグナリング状態に
留まらせ、さらに、前記シリアルバスのシリアルデータ(SDA)線に、12個のシンボルから
なる前記シーケンスの連続するシンボルの間の各遷移においてシグナリング状態を変えさ
せるように選択される、ステップを含む、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記第1のプロトコルはCCIeプロトコルを含み、前記第2の動作モードは、前記シリアル
バス上で送信されるべき20個のシンボル中でデータワードが符号化される動作モードに対
応する、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記第2のSYNCコードを送信するステップは、
　前記シリアルバス上で、20個のシンボルからなるシーケンスを送信するステップであっ
て、20個のシンボルからなる前記シーケンスは、前記シリアルバスのシリアルクロック(S
CL)線を、20個のシンボルからなる前記シーケンスの送信中、論理高シグナリング状態に
留まらせ、さらに、前記シリアルバスのシリアルデータ(SDA)線に、20個のシンボルから
なる前記シーケンスの連続するシンボルの間の各遷移においてシグナリング状態を変えさ
せるように選択される、ステップを含む、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のプロトコルはCCIeプロトコルを含み、前記第1のデバイスと通信するステップ
は、
　シンボルのシーケンス中で、1つまたは複数のデータワードをスレーブCCIeデバイスに
送信するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のSYNCコードは同期ワードおよびハートビートワードを含み、前記ハートビー
トワードは、1つまたは複数のスレーブCCIeデバイスがクロック信号を生成することを可
能にする、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記UNSYNCコードはエラー条件のインジケータを含み、前記エラー条件の前記インジケ
ータの存在は、前記第1のデバイスを非同期状態に入らせる、請求項1に記載の方法。



(3) JP 2017-514394 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

【請求項９】
　前記シリアルバス上で一斉呼出しを送信するステップであって、前記一斉呼出しは、前
記シリアルバスをアイドル状態に入らせるために選択される、ステップと、
　前記シリアルバスが前記アイドル状態に入った後、第2のプロトコルを使って、前記シ
リアルバスに結合された第3のデバイスと通信するステップとをさらに含む、請求項1に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記第1のプロトコルはCCIeプロトコルを含み、前記第2のプロトコルはインター集積回
路(I2C)プロトコルを含む、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記シリアルバスに接続された少なくとも1つのデバイスは、インター集積回路(I2C)プ
ロトコルを使って通信することに制限される、請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　シリアルバスを介して通信するために構成されたトランシーバと、
　少なくとも1つのプロセッサとを備える装置であって、前記少なくとも1つのプロセッサ
は、
　第1の同期(SYNC)コードを、前記シリアルバス上での送信のために前記トランシーバに
与え、
　前記第1のSYNCコードに応答して、前記第1のデバイスとの同期が確立された後、第1の
プロトコルに関連付けられた第1の動作モードに従って、前記シリアルバスを介して第1の
デバイスと通信し、
　非同期(UNSYNC)コードを、前記シリアルバス上での送信のために前記トランシーバに与
え、前記UNSYNCコードは、前記第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすように構成さ
れ、
　第2のSYNCコードを、前記シリアルバス上での送信のために前記トランシーバに与え、
　前記第2のSYNCコードに応答して、前記第2のデバイスとの同期が確立された後、前記第
1のプロトコルに関連付けられた第2の動作モードに従って、前記シリアルバスを介して第
2のデバイスと通信するように構成される、装置。
【請求項１３】
　前記第1のプロトコルはカメラ制御インターフェース(CCIe)プロトコルを含み、前記第1
の動作モードは、前記シリアルバス上で送信されるべき12個のシンボル中でデータワード
が符号化される動作モードに対応する、請求項12に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第1のSYNCコードは、前記シリアルバスのシリアルクロック(SCL)線を、12個のシン
ボルからなるシーケンスの送信中、論理高シグナリング状態に留まらせるように選択され
、シリアルデータ(SDA)線に、12個のシンボルからなる前記シーケンスの連続するシンボ
ルの間の各遷移においてシグナリング状態を変えさせるようにさらに選択された、12個の
シンボルからなる前記シーケンスを含む、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第1のプロトコルはCCIeプロトコルを含み、前記第2の動作モードは、前記シリアル
バス上で送信されるべき20個のシンボル中でデータワードが符号化される動作モードに対
応する、請求項12に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第2のSYNCコードは、前記シリアルバスのシリアルクロック(SCL)線を、20個のシン
ボルからなるシーケンスの送信中、論理高シグナリング状態に留まらせるように選択され
、シリアルデータ(SDA)線に、20個のシンボルからなる前記シーケンスの連続するシンボ
ルの間の各遷移においてシグナリング状態を変えさせるようにさらに選択された、20個の
シンボルからなる前記シーケンスを含む、請求項15に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第1のプロトコルはCCIeプロトコルを含み、
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　シンボルのシーケンス中に、1つまたは複数のデータワードを符号化するように適応さ
れたエンコーダであって、シンボルの前記シーケンスは、前記トランシーバによって、前
記シリアルバスを介してスレーブCCIeデバイスに送信される、エンコーダをさらに備える
、請求項12に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第1のSYNCコードは同期ワードおよびハートビートワードを含み、前記ハートビー
トワードは、1つまたは複数のスレーブCCIeデバイスがクロック信号を生成することを可
能にする、請求項12に記載の装置。
【請求項１９】
　前記UNSYNCコードはエラー条件のインジケータを含み、前記エラー条件の前記インジケ
ータの存在は、前記第1のデバイスを非同期状態に入らせる、請求項12に記載の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも1つのプロセッサは、
　前記シリアルバス上で一斉呼出しを送信させ、前記一斉呼出しは、前記シリアルバスを
アイドル状態に入らせるために選択され、
　前記シリアルバスが前記アイドル状態に入った後、第2のプロトコルを使って、前記シ
リアルバスに結合された第3のデバイスと通信するように構成され、
　前記第1のプロトコルはCCIeプロトコルを含み、前記第2のプロトコルはインター集積回
路(I2C)プロトコルを含む、請求項12に記載の装置。
【請求項２１】
　命令を記憶したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、プロセッサによって
実行されると、前記プロセッサに、
　第1の同期(SYNC)コードを、シリアルバス上での送信のためにトランシーバに与えさせ
、
　前記第1のSYNCコードに応答して、前記第1のデバイスとの同期が確立された後、第1の
プロトコルに関連付けられた第1の動作モードに従って、前記シリアルバスを介して第1の
デバイスと通信させ、
　非同期(UNSYNC)コードを、前記シリアルバス上での送信のために前記トランシーバに与
えさせ、前記UNSYNCコードは、前記第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすように構
成され、
　第2のSYNCコードを、前記シリアルバス上での送信のために前記トランシーバに与えさ
せ、
　前記第2のSYNCコードに応答して、前記第2のデバイスとの同期が確立された後、前記第
1のプロトコルに関連付けられた第2の動作モードに従って、前記シリアルバスを介して第
2のデバイスと通信させる、記憶媒体。
【請求項２２】
　前記第1のプロトコルはカメラ制御インターフェース(CCIe)プロトコルを含み、前記第1
の動作モードは、前記シリアルバス上で送信されるべき12個のシンボル中に第1のデータ
ワードが符号化される動作モードに対応し、前記第2の動作モードは、前記シリアルバス
上で送信されるべき20個のシンボル中に第2のデータワードが符号化される動作モードに
対応する、請求項21に記載の記憶媒体。
【請求項２３】
　前記第1のSYNCコードは、前記シリアルバスのシリアルクロック(SCL)線を、12個のシン
ボルからなるシーケンスの送信中、論理高シグナリング状態に留まらせるように選択され
、前記シリアルバスのシリアルデータ(SDA)線に、12個のシンボルからなる前記シーケン
スの連続するシンボルの間の各遷移においてシグナリング状態を変えさせるようにさらに
選択された、12個のシンボルからなるシーケンスを含み、前記第2のSYNCコードは、前記
シリアルバスの前記SCL線を、20個のシンボルからなる前記シーケンスの送信中、前記論
理高シグナリング状態に留まらせるように選択され、前記SDA線に、20個のシンボルから
なる前記シーケンスの連続するシンボルの間の各遷移におけるシグナリング状態を変えさ
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せるようにさらに選択された、20個のシンボルからなる前記シーケンスを含む、請求項21
に記載の記憶媒体。
【請求項２４】
　前記UNSYNCコードはエラー条件のインジケータを含み、前記エラー条件の前記インジケ
ータの存在は、前記第1のデバイスを非同期状態に入らせる、請求項21に記載の記憶媒体
。
【請求項２５】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記シリアルバス上で送信されるべき一斉呼出しを与えさせ、前記一斉呼出しは、前記
シリアルバスをアイドル状態に入らせるために選択され、
　前記シリアルバスが前記アイドル状態に入った後、第2のプロトコルを使って、前記シ
リアルバスに結合された第3のデバイスと通信させ、
　前記第1のプロトコルはCCIeプロトコルを含み、前記第2のプロトコルはインター集積回
路(I2C)プロトコルを含む、請求項21に記載の記憶媒体。
【請求項２６】
　シリアルバスを介して通信するために構成されたトランシーバと、
　第1の同期(SYNC)コードを、前記シリアルバス上での送信のために前記トランシーバに
与えるための手段と、
　前記第1のSYNCコードに応答して、前記第1のデバイスとの同期が確立された後、第1の
プロトコルに関連付けられた第1の動作モードに従って、前記シリアルバスを介して第1の
デバイスと通信するための手段と、
　非同期(UNSYNC)コードを、前記シリアルバス上での送信のために前記トランシーバに与
えるための手段であって、前記UNSYNCコードは、前記第1のデバイスとの同期の喪失を引
き起こすように構成される、手段と、
　第2のSYNCコードを、前記シリアルバス上での送信のために前記トランシーバに与える
ための手段と、
　前記第2のSYNCコードに応答して、前記第2のデバイスとの同期が確立された後、前記第
1のプロトコルに関連付けられた第2の動作モードに従って、前記シリアルバスを介して第
2のデバイスと通信するための手段とを備える、装置。
【請求項２７】
　前記第1のプロトコルはカメラ制御インターフェース(CCIe)プロトコルを含み、前記第1
の動作モードは、前記シリアルバス上で送信されるべき12個のシンボル中に第1のデータ
ワードが符号化される動作モードに対応し、前記第2の動作モードは、前記シリアルバス
上で送信されるべき20個のシンボル中に第2のデータワードが符号化される動作モードに
対応する、請求項26に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第1のSYNCコードは、前記シリアルバスのシリアルクロック(SCL)線を、12個のシン
ボルからなるシーケンスの送信中、論理高シグナリング状態に留まらせるように選択され
、前記シリアルバスのシリアルデータ(SDA)線に、12個のシンボルからなる前記シーケン
スの連続するシンボルの間の各遷移においてシグナリング状態を変えさせるようにさらに
選択された、12個のシンボルからなるシーケンスを含み、前記第2のSYNCコードは、前記
シリアルバスの前記SCL線を、20個のシンボルからなる前記シーケンスの送信中、前記論
理高シグナリング状態に留まらせるように選択され、前記SDA線に、20個のシンボルから
なる前記シーケンスの連続するシンボルの間の各遷移におけるシグナリング状態を変えさ
せるようにさらに選択された、20個のシンボルからなる前記シーケンスを含む、請求項26
に記載の装置。
【請求項２９】
　前記UNSYNCコードはエラー条件のインジケータを含み、前記エラー条件の前記インジケ
ータの存在は、前記第1のデバイスを非同期状態に入らせる、請求項26に記載の装置。
【請求項３０】
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　前記シリアルバス上で送信されるべき一斉呼出しを送信させるための手段であって、前
記一斉呼出しは、前記シリアルバスをアイドル状態に入らせるために選択される、手段と
、
　前記シリアルバスが前記アイドル状態に入った後、第2のプロトコルを使って、前記シ
リアルバスに結合された第3のデバイスと通信する手段とをさらに備え、
　前記第1のプロトコルはCCIeプロトコルを含み、前記第2のプロトコルはインター集積回
路(I2C)プロトコルを含む、請求項26に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、2014年4月22日に米国
特許庁に出願された仮特許出願第61/982,466号および2015年4月9日に米国特許庁に出願さ
れた米国非仮出願第14/682,846号の優先権および利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、一般に、ホストプロセッサとカメラなどの周辺デバイスとの間のインターフ
ェースに関し、より詳細には、カメラ制御通信インターフェースバス上でのデータレート
を向上させることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　セルラー電話など、モバイルデバイスの製造業者は、モバイルデバイスの構成要素を、
異なる製造業者を含む様々なソースから取得し得る。たとえば、セルラー電話におけるア
プリケーションプロセッサは第1の製造業者から取得されることがあり、セルラー電話の
ディスプレイは第2の製造業者から取得されることがある。アプリケーションプロセッサ
およびディスプレイまたは他のデバイスは、規格ベースまたはプロプライエタリな物理イ
ンターフェースを使用して相互接続され得る。たとえば、ディスプレイは、モバイル業界
プロセッサインターフェース(MIPI)アライアンスによって指定されたカメラシリアルイン
ターフェース規格に準拠するインターフェースを提供することがある。
【０００４】
　一例では、MIPI規格は、マスタおよび1つまたは複数のスレーブを接続するバスとして
構成された、2線式、双方向、半二重のシリアルインターフェースを使用するカメラ制御
インターフェース(CCI)を定義する。従来のCCIは、インター集積回路(I2C)バスの変形態
において使用されるプロトコルと互換性があり、単一のマスタを用いて、バス上で複数の
スレーブを扱うことが可能である。CCIバスは、シリアルクロック(SCL)信号およびシリア
ルデータ(SDA)信号を含む場合がある。I2Cバスを必要とするどの通信もI2Cプロトコルを
使っている間、2つ以上のCCIデバイスがCCIプロトコルを使って通信することができるよ
うに、CCIデバイスおよびI2Cデバイスは、同じバス上に展開され得る。CCIの後期バージ
ョンは、より高いシグナリングレートをサポートするための修正プロトコルを使って、よ
り高いスループットを与えることができる。
【０００５】
　一例では、CCI拡張(CCIe)バスは、CCIeバスの動作と互換性があるデバイスにより高い
データレートを提供するために使用することができる。そのようなデバイスはCCIeデバイ
スと呼ばれる場合があり、CCIeデバイスは、従来のCCIバスのSCLラインとSDAラインの両
方において送信されるシンボルとしてデータを符号化することによって、互いと通信する
とき、より高いデータレートに達し得る。第1の時間間隔中に、CCIe符号化を使ってデー
タを送信することができ、他のデータは、I2Cシグナリング慣行に従って異なる時間間隔
中に送信することができるように、CCIeデバイスおよびI2Cデバイスは、同じCCIeバス上
に共存してよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　モバイルデバイス内でマスタ構成要素とスレーブ構成要素とを接続するバスとして構成
されたシリアルインターフェース上で最適化された通信を実現することが現在求められて
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書で開示する実施形態は、CCIeバスを使うカメラ制御インターフェースの性能を
向上させることができるシステム、方法および装置を提供する。
【０００８】
　本開示のある態様において、データ通信の方法は、シリアルバス上で第1の同期(SYNC)
コードを送信するステップと、第1のSYNCコードに応答して、シリアルバスに結合された
第1のデバイスとの同期を確立するステップと、第1のデバイスとの同期を確立した後、第
1のプロトコルに関連付けられた第1の動作モードに従って、シリアルバスを介して第1の
デバイスと通信するステップと、シリアルバス上で第1の非同期(UNSYNC)コードを送信す
るステップであって、UNSYNCコードは、第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすよう
に構成される、ステップと、シリアルバス上で第2のSYNCコードを送信するステップと、
第2のSYNCコードに応答して、シリアルバスに結合された第2のデバイスとの同期を確立す
るステップと、第2のデバイスとの同期を確立した後、第1のプロトコルに関連付けられた
第2の動作モードに従って、シリアルバスを介して第2のデバイスと通信するステップとを
含む。
【０００９】
　本開示のある態様において、データ通信用に構成された装置は、シリアルバス上で第1
のSYNCコードを送信するための手段と、第1のSYNCコードに応答して、シリアルバスに結
合された第1のデバイスとの同期を確立するための手段と、第1のデバイスとの同期が確立
された後、第1のプロトコルに関連付けられた第1の動作モードに従って、シリアルバスを
介して第1のデバイスと通信するための手段と、シリアルバス上でUNSYNCコードを送信す
るための手段であって、UNSYNCコードは、第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすよ
うに構成される、手段と、シリアルバス上で第2のSYNCコードを送信するための手段と、
第2のSYNCコードに応答して、シリアルバスに結合された第2のデバイスとの同期を確立す
るための手段と、第2のデバイスとの同期を確立した後、第1のプロトコルに関連付けられ
た第2の動作モードに従って、シリアルバスを介して第2のデバイスと通信するための手段
とを含む。
【００１０】
　本開示のある態様において、装置は、シリアルバスを介して通信するために構成された
トランシーバと、少なくとも1つのプロセッサとを含む。少なくとも1つのプロセッサは、
第1のSYNCコードを、シリアルバス上での送信のためにトランシーバに与え、第1のSYNCコ
ードに応答して、第1のデバイスとの同期が確立された後、第1のプロトコルに関連付けら
れた第1の動作モードに従って、シリアルバスを介して第1のデバイスと通信し、UNSYNCコ
ードを、シリアルバス上での送信のためにトランシーバに与え、ここでUNSYNCコードは、
第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすように構成され、第2のSYNCコードを、シリア
ルバス上での送信のためにトランシーバに与え、第2のSYNCコードに応答して、第2のデバ
イスとの同期が確立された後、第1のプロトコルに関連付けられた第2の動作モードに従っ
て、シリアルバスを介して第2のデバイスと通信するように構成され得る。
【００１１】
　本開示のある態様において、コンピュータ可読記憶媒体は、命令および/またはデータ
を記憶または維持する。記憶媒体は一時的であっても非一時的であってもよい。命令は、
プロセッサによって実行され、かつ/または処理回路の動作を制御することができる。い
くつかの例において、命令は、プロセッサによって実行されると、プロセッサまたは処理
回路に、第1のSYNCコードを、シリアルバス上での送信のためにトランシーバに与えさせ
、第1のSYNCコードに応答して、第1のデバイスとの同期が確立された後、第1のプロトコ
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ルに関連付けられた第1の動作モードに従って、シリアルバスを介して第1のデバイスと通
信させ、UNSYNCコードを、シリアルバス上での送信のためにトランシーバに与えさせ、こ
こでUNSYNCコードは、第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすように構成され、第2の
SYNCコードを、シリアルバス上での送信のためにトランシーバに与えさせ、第2のSYNCコ
ードに応答して、第2のデバイスとの同期が確立された後、第1のプロトコルに関連付けら
れた第2の動作モードに従って、シリアルバスを介して第2のデバイスと通信させる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】複数の利用可能な規格のうちの1つに従って選択的に動作する集積回路(IC)デバ
イス間のデータリンクを使用する装置を示す図である。
【図２】ICデバイス間のデータリンクを利用する装置のためのシステムアーキテクチャを
示す図である。
【図３】本明細書で開示されるいくつかの態様による送信機および受信機のいくつかの態
様を示す図である。
【図４】本明細書で開示されるいくつかの態様による、データをトランスコードするため
の符号化方式を示す図である。
【図５】I2Cの1バイトデータ書込み動作のタイミング図である。
【図６】START条件がレガシーI2Cスレーブノードに対して与える影響を示す図である。
【図７】I2Cデバイス用の状態機械を示す図である。
【図８】I2Cデバイスが共有バス上でのCCIe送信中に誤動作するのを防止する送信方法を
示す図である。
【図９】SDAラインおよびSCLライン上の入力フィルタによる、パルスのフィルタリングを
示す図である。
【図１０】I2C受信機の入力フィルタによる、シンボルのフィルタリングを示す図である
。
【図１１】CCIeデバイスにおいて送信されるシンボルの伸長を示す図である。
【図１２】シンボル期間が伸長されたときの最良および最悪ケースのスループットを示す
図である。
【図１３】シンボルをいつ伸長するか判断するための技法を示す図である。
【図１４】CCIeデバイスによる送信中に、シンボルスロットが選択的に伸長される別の例
を示す図である。
【図１５】CCIeデバイスによる送信中に、シンボルスロットが選択的に伸長されるさらに
別の例を示す図である。
【図１６】準安定状態が発生し得る条件を示す図である。
【図１７】SDAラインとSCLラインの両方が同時に状態を変えたときの準安定条件の発生を
示す図である。
【図１８】意図しないSTARTまたはSTOP条件を防止するために回避されなければならない
条件を示す図である。
【図１９】準安定条件を引き起こし得る、シンボルの間の遷移の排除を示す図である。
【図２０】シンボルごとに3つの状態の12個のシンボル、およびシンボルごとに2つの状態
の20個のシンボルを使う送信方式を比較する図である。
【図２１】シンボルごとに2つの状態をもつ20個のシンボルを使うCCIe送信用のいくつか
のシナリオを示す図である。
【図２２】CCIeインターフェースにおいて送信されるワードの第19のビットに関連したい
くつかの態様を示す図である。
【図２３】CCIe送信システムにおいて使われるマッピングの一例を示すテーブルである。
【図２４】CCIe送信システムにおいて使われるマッピングの一例を示すテーブルである。
【図２５】SDAラインおよびSCLラインを介してハートビートクロックがどのように送信さ
れ得るかの一例と、ハートビートクロックの送信中に起こり得る同期機会とを示す図であ
る。
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【図２６】12シンボルおよび20シンボルCCIe送信モードで利用可能な、いくつかのデータ
範囲を示す図である。
【図２７】CCIeインターフェースにおける、12シンボルおよび20シンボル動作モード向け
の遷移図の例を示す図である。
【図２８】12シンボル送信方式と20シンボル送信方式の両方についての、SDAラインおよ
びSCLラインのシグナリング状態を示す図である。
【図２９】SYNC検出の間に使うことができる回路を示す図である。
【図３０】SCLおよび/またはSDA信号のマスキングを許可するように適応されたクロック
およびデータ復元回路を示す図である。
【図３１】CCIe送信モードを判断するのに、およびSCLマスキング信号を生成するために
使うことができる論理回路を示す図である。
【図３２】SDAマスキング信号を生成するために使われる論理回路を示す図である。
【図３３】20シンボルCCIe送信モードを判断するのに使うことができる、論理回路中での
信号のタイミングを示す図である。
【図３４】12シンボルCCIe送信モードを判断するのに使うことができる、論理回路中での
信号のタイミングを示す図である。
【図３５】CCIeインターフェースを介して送信される通信がI2Cプロトコルに準拠すると
きのCCIe SYNC検出論理の動作を示す図である。
【図３６】CCIeとI2Cの混合環境において動作するCCIeデバイス向けのフレーム同期プロ
セスを示す図である。
【図３７】CCIeデバイスの、非同期状態への遷移を取得するために送信され得るCCIeワー
ドを示す図である。
【図３８】本明細書で開示するいくつかの態様による、シリアルバスの動作モードの間、
および/またはシリアルバス上で使うことができる複数のプロトコルの間を遷移するため
の一般化方式を示す図である。
【図３９】本明細書で開示するいくつかの態様による、I2CプロトコルとCCIeプロトコル
との間、およびCCIe送信モードの間でのモード切替えを示す図である。
【図４０】本明細書で開示するいくつかの態様による、異なるCCIe送信モードの間での切
替えに関連したモード切替えシーケンスを示す図である。
【図４１】本明細書で開示するいくつかの態様に従って適応され得る処理システムを利用
する装置の例を示すブロック図である。
【図４２】本明細書で開示される1つまたは複数の態様による、CCIeバス上で通信するた
めの方法のフローチャートである。
【図４３】本明細書で開示される1つまたは複数の態様による、CCIeバスを介して通信す
るための装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図面に関して、ここで様々な態様について記述する。以下の説明では、説明の目的で、
1つまたは複数の態様を完全に理解できるように多数の具体的な詳細を記載する。しかし
、そのような態様がこれらの具体的な詳細なしに実践されてもよいことは、明らかであろ
う。
【００１４】
　本出願で使用されるとき、「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は
、限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアおよびソフトウェアの
組合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのような、コンピュータ関連のエン
ティティを含むことを意図している。たとえば、構成要素は、限定はしないが、プロセッ
サ上で稼働するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド
、プログラム、および/またはコンピュータとすることができる。例として、コンピュー
ティングデバイス上で稼働するアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの
両方が、構成要素であり得る。1つまたは複数の構成要素は、プロセスおよび/または実行
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スレッド内に存在することができ、構成要素は、1つのコンピュータ上に局在することが
でき、および/または2つ以上のコンピュータ間に分散することができる。さらに、これら
の構成要素は、種々のデータ構造を記憶している種々のコンピュータ可読媒体から実行す
ることができる。構成要素は、ローカルシステム内、分散システム内、および/または、
インターネットなどのネットワークにわたる別の構成要素と対話する1つの構成要素から
のデータなどの、1つまたは複数のデータパケットを有する信号などに従うローカルプロ
セスおよび/またはリモートプロセスにより、信号によって他のシステムと通信すること
ができる。
【００１５】
　さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、むしろ包括的な「ま
たは」を意味することを意図している。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈か
ら明白でない限り、「XはAまたはBを利用する」という言い回しは、自然な包括的並べ替
えのいずれかを意味することを意図している。すなわち、「XはAまたはBを利用する」と
いう語句は、以下の事例、すなわち、XはAを利用する、XはBを利用する、またはXはAとB
の両方を利用する、のいずれかによって成立する。さらに、本出願および添付の特許請求
の範囲で使用する冠詞「a」および「an」は、別段の規定がない限り、または単数形を示
すことが文脈から明白でない限り、概して「1つもしくは複数」を意味するものと解釈す
べきである。
【００１６】
　本発明のいくつかの態様は、電話、モバイルコンピューティングデバイス、アプライア
ンス、自動車用電子機器、アビオニクスシステムなど、装置のサブ構成要素を含み得る電
子デバイス間に配備される通信リンクに対して適用可能であり得る。図1は、ICデバイス
間で通信リンクを利用することができる装置を描写する。一例では、装置100は、無線ア
クセスネットワーク(RAN)、コアアクセスネットワーク、インターネット、および/または
別のネットワークとRFトランシーバを介して通信するワイヤレス通信デバイスを含み得る
。装置100は、処理回路102に動作可能に結合された通信トランシーバ106を含み得る。処
理回路102は、特定用途向けIC(ASIC)108などの1つまたは複数のICデバイスを含み得る。A
SIC108は、1つまたは複数の処理デバイス、論理回路などを含み得る。処理回路102は、処
理回路102によって実行される場合がある命令およびデータを維持することがあるメモリ
デバイス112などのプロセッサ可読ストレージを含み、ならびに/またはそれに結合されて
もよい。処理回路102は、オペレーティングシステム、および、ワイヤレスデバイスのメ
モリデバイス112などの記憶媒体の中に存在するソフトウェアモジュールの実行をサポー
トし可能にするアプリケーションプログラミングインターフェース(API)110レイヤのうち
の1つまたは複数によって制御され得る。メモリデバイス112は、読取り専用メモリ(ROM)
もしくはランダムアクセスメモリ(RAM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM)、フ
ラッシュカード、または処理システムおよびコンピューティングプラットフォームにおい
て使用され得る任意のメモリデバイスを含み得る。処理回路102は、装置100を構成し、動
作させるために使用される動作パラメータおよび他の情報を維持することができるローカ
ルデータベース114を含むか、またはそれにアクセスし得る。ローカルデータベース114は
、データベースモジュール、フラッシュメモリ、磁気媒体、EEPROM、光媒体、テープ、ソ
フトディスクまたはハードディスクなどのうちの1つまたは複数を使用して実装され得る
。処理回路はまた、他の構成要素の中でも、アンテナ122、ディスプレイ124などの外部デ
バイス、ボタン128、およびキーパッド126などのオペレータ制御に動作可能に結合される
場合がある。
【００１７】
　図2は、通信バスに接続された装置200のいくつかの態様を示すブロック概略図であり、
ここで、装置は、ワイヤレスモバイルデバイス、モバイル電話、モバイルコンピューティ
ングシステム、ワイヤレス電話、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピューティ
ングデバイス、メディアプレーヤ、ゲーミングデバイスなどのうちの1つまたは複数にお
いて実施され得る。装置200は、CCIeバス230を使用して通信する複数のデバイス202、220
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、および222a～222nを含み得る。CCIeバス230は、CCIeバス230によってサポートされる強
化された機能のために構成されているデバイス用に、従来のCCIバスの能力を拡張するこ
とができる。たとえば、CCIeバス230は、CCIバスよりも高いビットレートをサポートする
ことができる。本明細書で開示するいくつかの態様によると、CCIeバスのいくつかのバー
ジョンは、16.7Mbps以上のビットレートをサポートするように構成または適応されてよく
、CCIeバスのいくつかのバージョンは、少なくとも23メガビット毎秒のデータレートをサ
ポートするように構成または適応されてよい。
【００１８】
　図2に示される例では、イメージングデバイス202は、CCIeバス230上でスレーブデバイ
スとして動作するように構成される。イメージングデバイス202は、たとえば、イメージ
センサーを管理するセンサー制御機能204を提供するように適応され得る。加えて、イメ
ージングデバイス202は、構成レジスタ206または他のストレージと、制御論理212と、ト
ランシーバ210と、ラインドライバ/受信機214aおよび214bとを含み得る。制御論理212は
、状態機械、シーケンサ、信号プロセッサ、または汎用プロセッサなどの処理回路を含み
得る。トランシーバ210は、受信機210aと、送信機210cと、タイミング、論理、およびス
トレージの回路および/またはデバイスを含む共通回路210bとを含み得る。一例では、送
信機210cは、クロック生成回路208によって与えられたタイミングに基づいて、データを
符号化および送信する。
【００１９】
　図3は、本明細書で開示されるいくつかの態様に従って構成された送信機300および受信
機320の一例を示すブロック図である。CCIeの動作の場合、送信機300は、入力データ310
を3進(ベース3)数にトランスコードすることができ、3進数は、SCL信号216およびSDA信号
218の信号線上で送信されるシンボルとして符号化される。描写された例では、入力デー
タ310の各(データワードとも呼ばれる)データ要素は、19ビットまたは20ビットを有する
場合がある。トランスコーダ302は、入力データ310を受信し、データ要素ごとに3進数312
のシーケンスを生成することができる。3進数312は、2ビットで符号化されてよく、3進数
の各シーケンス312内に12個の3進数があり得る。エンコーダ304は、ラインドライバ306を
通して送信される2ビットシンボル314のストリームを生成する。図示の例では、ラインド
ライバ306は、オープンドレイン出力トランジスタ308を含む。しかしながら、他の例では
、ラインドライバ306は、プッシュプルドライバを使用してSCL信号216およびSDA信号218
の信号線を駆動することができる。エンコーダによって生成された2ビットシンボル314の
出力ストリームは、連続するシンボルのペアは2つの同一のシンボルを含まないことを保
証することによって、連続するシンボル314間のSCL信号216およびSDA信号218の信号線の
うちの少なくとも1つの状態における遷移を有する。少なくとも1つの信号216および/また
は218における状態の遷移の可用性により、受信回路320がデータシンボル314のストリー
ムから受信クロック338を抽出することが可能になる。
【００２０】
　CCIeシステムでは、受信機320は、クロックおよびデータ復元(CDR)回路328を含むか、
またはそれと協働する場合がある。受信機320は、CDR328に未加工の2ビットシンボル336
のストリームを与えるラインインターフェース回路326を含み得る。CDR328は、未加工の
シンボル336から受信クロック338を抽出し、2ビットシンボル334のストリームおよび受信
クロック338を、受信機320の他の回路324および322に与える。いくつかの例では、CDR328
は、複数のクロック338を生成することができる。デコーダ324は、受信クロック338を使
用して、シンボル334のストリームを12個の3進数332のシーケンスに復号することができ
る。3進数332は、2ビットを使って符号化することができる。次いで、トランスコーダ322
は、12個の3進数332の各シーケンスを19ビットまたは20ビットの出力データ要素330に変
換することができる。
【００２１】
　図4は、CCIeバス230上での送信のための埋め込みクロックをもつシンボル314のシーケ
ンスを生成するために、エンコーダ304によって使用され得る符号化方式400を示す図であ
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る。符号化方式400はまた、CCIeバス230から受信されたシンボルから3進遷移数を抽出す
るために、デコーダ324によって使用され得る。CCIe符号化方式400では、CCIeバス230の2
本のワイヤにより、4つの基本シンボルS:{0,1,2,3}の規定が可能になる。シンボルのシー
ケンス314、334内の任意の2つの連続するシンボルは様々な状態を有し、シンボルシーケ
ンス0,0、1,1、2,2、および3,3は、連続するシンボルの無効な組合せである。したがって
、各シンボル境界で3つのみの有効なシンボル遷移が可能であり、ここで、シンボル境界
は送信クロックによって決定され、第1のシンボル(前のシンボルPs)422が終了し、第2の
シンボル(現在のシンボルCs)424が開始するポイントを表す。
【００２２】
　本明細書で開示されるいくつかの態様によると、3つの可能な遷移は、各Psシンボル422
について値「T」をもつ3進数426を割り当てられる。Tは、3進数によって表すことができ
る。一例では、遷移数426の値は、符号化方式用のシンボル順序付けサークル402を割り当
てることによって決定される。シンボル順序付けサークル402は、4つの可能なシンボル用
のシンボル順序付けサークル402上のロケーション404a～404dと、ロケーション404a～404
dの間の回転の方向406とを割り振る。描写された例では、回転406の方向は時計回りであ
る。遷移数426は、有効な現在のシンボル424と直前のシンボル422との間の離隔を表すこ
とができる。離隔は、前のシンボル422から現在のシンボルCs424に到達するために必要な
シンボル順序付けサークル402上の回転406の方向に沿ったステップの数として定義するこ
とができる。ステップの数は、単一の桁のベース3の数として表現することができる。シ
ンボル間の3ステップの差分は、0base-3として表すことができることが諒解されよう。図
4のテーブル420は、この手法を使用する符号化方式を要約する。
【００２３】
　送信機300において、前に生成されたシンボル422、および遷移数426として使用される
入力3進数を知らされると、テーブル420は、送信されるべき現在のシンボル424をルック
アップするために使用され得る。受信機320において、テーブル420は、前に受信されたシ
ンボル422と現在受信されたシンボル424との間の遷移を表す遷移数426を決定するための
ルックアップとして使用され得る。遷移数426は、3進数として出力することができる。
【００２４】
　図5は、I2Cの1バイト書込みデータ動作を示すタイミング図500である。I2Cマスタノー
ドは、I2Cバス上のどのスレーブノードにマスタノードがアクセスすることを望むかを示
すために、SDA信号218上で7ビットのスレーブ識別子(スレーブID)502と、続いて、動作が
読取り動作であるか、それとも書込み動作であるかを示す、読取り/書込みビット512とを
送り、それによって、読取り/書込みビット512は、書込み動作を示すために論理0にあり
、読取り動作を示すために論理1にある。IDが7ビットのスレーブID502と一致するスレー
ブノードのみが、書込み(または他の)動作に応答することができる。I2Cスレーブノード
がそれ自体のスレーブID502を検出するために、マスタノードは、SCL信号216上の8個のク
ロックパルスとともに、SDA信号218上で少なくとも8ビットを送信する。レガシーI2Cスレ
ーブノードがCCIe動作に反応することを防止するために、この挙動が活用されてCCIe動作
モードでデータを送信し得る。
【００２５】
　図6は、レガシーI2Cスレーブノード上のSTART状態606、608、または610の効果の一例60
0を示し、ここで、START状態606、608、または610は、SCL信号216が高のシグナリング状
態にある間のSDA信号218上の高から低へのシグナリング状態の遷移によって示される。こ
の例600では、いくつかのSTART状態608または610は、完全な7ビットのスレーブIDが送信
される前に検出することができる。結果として生じた不完全なスレーブID602、604は、い
かなるスレーブデバイスによっても認識されない。動作中、SCL信号216上に6個のみのパ
ルス612を送った後、START状態608、610を発行するマスタノードの効果には、SDA信号218
上でそれぞれのI2CスレーブIDを認識する可能性が起こる前に、すべてのレガシーI2Cスレ
ーブノードにそれらのバス論理をリセットさせることが含まれる。言い換えれば、2つのS
TART状態606、608および/または610の間で送られたSDA信号218上の6ビットのシーケンス6
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02、604中の情報は、スレーブノードのうちのいずれによっても有効なスレーブIDとして
復号されない。その結果、レガシーI2Cスレーブノードは、不完全なスレーブID602、604
に応答することを期待されない。
【００２６】
　図6はまた、CCIeモードにおけるデータ送信用のI2CバスのSCL信号216とSDA信号218の組
合せの使用を示す例620を含む。CCIeシンボルは、I2C送信用のSCL信号216上で送信される
クロック信号614の各トグルに対応する時間において送信することができる。したがって
、2つのSTART状態608と610との間で送信されるクロックトグルの数は、CCIe送信ごとに送
信され得るシンボルの数を規定することができる。したがって、12シンボルの送信622、6
24は、任意のスレーブノードにI2CスレーブIDとしてシーケンスを検出させずに、不完全
なスレーブID602、604の送信に等価な6個のSCLパルスシーケンスの間に利用可能な12個の
シグナリング状態において、実現することができる。
【００２７】
　SCL信号216上の遷移と同時にSDA信号218上で発生する遷移は、そのような遷移をSTART
状態として解釈することができるレガシーI2Cデバイスには重要でない。しかしながら、
レガシーI2Cデバイスは、後で発生する有効なSTART状態628、630を検出し、それらは、I2
Cスレーブノードのバス論理検出をリセットする。したがって、I2Cスレーブノードは、CC
Ie送信622、624の間に発生するいくつかのSDA遷移をSTOP状態として検出することができ
るが、CCIe送信622、624内でのそのようなSTOP状態の検出は、不完全なSID602、604の早
い終了を引き起こすにすぎない。同様に、CCIe送信622、624の間のSTART状態の検出は、
スレーブノードのI2C機能のバス論理リセットを実施させるだけである。
【００２８】
　したがって、レガシーI2Cスレーブノードが6個のSCLパルスシーケンス中の12シンボル
のCCIe送信622、624を不完全なI2CスレーブID602、604として無視することが明らかであ
る。さらに、START状態606、608、および610の間の14個のSCLトグルの間、12個のシンボ
ルは、SCL信号216および/またはSDA信号218上で送信することができる。
【００２９】
　I2CバスのSCL信号216および/またはSDA信号218は、クロック信号がシンボル遷移内に埋
め込まれたとき、CCIeモードにおけるデータ送信に利用することができる。その結果、SD
A信号218およびSCL信号216は、レガシーI2Cスレーブノードの機能に影響を与えずに、か
つブリッジデバイスを使用してCCIe互換ノードからレガシーI2Cスレーブノードを隔離せ
ずに、2つの連続するSTART状態626、628、および/または630の間で任意の12個のシンボル
を送信するために使用することができる。I2Cモードでは、START状態はI2Cマスタのみに
よって送られ、CCIeモードでは、START状態は12シンボルのワードを送信する予定がある
どのノードによっても送られる。
【００３０】
　いくつかの条件下では、I2Cデバイスは、送信622、624中のいくつかのCCIeシンボルシ
ーケンスを有効なI2Cパルスとして混同または誤解釈する場合があり、そうすることによ
って、求められていない、予測不可能な変化をI2Cデバイス状態機械に対して引き起こす
。たとえば、I2C仕様によって許容される最大期間(tBIT)の半分よりも短いシンボル期間
に送られる12個のCCIeシンボルは、セットアップタイミングエラーにより、I2Cデバイス
状態機械を未知の状態に進ませる場合がある。min tBIT要件よりも大きい最小SCL期間を
満足するようにCCIeシンボルレートを減速させると、CCIeビットレートが14Mbpsから2.4M
bpsまで遅くなる場合がある。したがって、CCIeデバイスは、I2Cデバイスにおいて、衝突
も、求められていない状態変化も引き起こすことなく、I2Cバスを介して動作するように
構成することができる。
【００３１】
　図7は、I2Cデバイス用の状態機械700を示すブロック図を含む。I2Cプロトコルにおいて
、状態機械700は、I2Cフレームおよび/またはワードの送信および/または受信を追跡する
ように維持される。状態機械700は、バスのSCL信号216に基づいてトリガされ、様々な状
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態702を遷移する。状態機械遷移図714は、状態機械700の一例についての、状態702におけ
る可能な遷移を示す。
【００３２】
　タイミング図710、712という2つの例は、SCL信号216における信号中のエッジの発生頻
度が増したときの、状態機械700の挙動の差を示す。したがって、第1のタイミング図710
は、より遅いCCIeシンボル送信期間に関してよく、第2のタイミング図712は、予測不可能
な変化をより高い頻度で経る状態機械700の状態702における遷移を示す。これらの予測不
可能な変化の結果、I2Cデバイスが、バスを介して受信または送信するのを、そうするこ
とが想定されるときに開始し、またはI2Cデバイスが無反応になり、制御された動作をや
め、かつ/もしくはさらなる機能をやめる不確定状態に入る場合がある。
【００３３】
　一例では、組合せ論理732が最終的な、安定した結果を生じる前に、状態機械700の状態
702を維持するフリップフロップが論理732の出力をサンプリングするとき、問題が発生し
得る。特に、順序論理は、1つまたは複数の意図しない状態の間を遷移し得るが、それは
、組合せ論理732が、CCIe通信モード用の2つのシンボル期間であり得る、SCL信号216にお
ける信号のエッジの間の最も短い期間に追いつくことができないからである。言い換える
と、SCLライン上でのシンボル送信の期間は、状態機械組合せ論理732、および状態702を
維持するフリップフロップの最大許容可能セットアップ時間よりも短い。I2Cデバイスは
、持続時間が50ns未満であるシンボル送信期間をフィルタ除去する入力フィルタを含み得
る。フィルタリングされた信号は、50ns以下のシンボル送信が状態変化をトリガしないよ
うに、I2Cデバイス中の組合せ論理732に与えられてよい。ただし、50nsよりも大きいシン
ボル送信期間は、組合せ論理732まで入力フィルタを通り、それらのより長いシンボル送
信は、順序外れであり得る状態変化をトリガする場合があり、そうすることによって、I2
Cデバイスにおいて問題を引き起こす。この例では、より短いクロック信号706bが、不正
確にキャプチャされた状態716における不確定分岐を引き起こす無効状態値716をキャプチ
ャし得る。
【００３４】
　図8は、共有バス上でのCCIe送信中にI2Cデバイス状態機械700が変化するのを防止する
ことができる送信方法の例を示す。この手法において、すべてのCCIeシンボル送信802(図
6も参照)が、50nsから500nsに伸長される。500nsのシンボル周期があるので、最も短い可
能SCL期間は、高速モードプラス(Fm+)をサポートするために設計されたI2Cデバイスがセ
ットアップタイミング問題を回避することができるようになるFm+セットアップ(fSCL)最
大要件を満たす1000ns(1MHz)である。ただし、シンボル期間を50nsから500nsに伸長する
と、スループットを14.04Mbpsから2.45Mbpsに低減させるという望ましくない影響がある
。
【００３５】
　図9は、SDAラインおよびSCLライン上の入力フィルタによる、50ns未満のシンボル期間
を有するパルスのフィルタリングを示す図面900である。50ns以下のシンボルが、I2C高速
モード(Fm)またはFm+デバイスと互換性があるか、または準拠するデバイスによってフィ
ルタリングされることが、I2C仕様の要件である。したがって、いくつかの事例では、50n
s以上の効果的な期間を引き起こすシンボル送信のみが伸長されるように、選択的伸長が
適用され得る。
【００３６】
　図10は、I2Cデバイス受信機の入力フィルタによっていくつかのシンボルがフィルタリ
ングされ得る例を示す図1000である。第1のグラフ1002において、SDA信号218およびSCL信
号216は、50ns以下のシンボル持続時間を有する。つまり、この例では、SCL信号216上の
シンボルは、毎期間に状態を切り替える(たとえば、低-高または高-低)。SCL信号216上の
シンボルは、SCLIライン708が遷移しない(すなわち、どのクロック信号も組合せ論理732
に届かない)ように、I2Cデバイス受信機の入力フィルタによってフィルタ除去される。
【００３７】
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　第2のグラフ1004において、SCL信号216上のシンボルのうちのいくつかは、毎期間ごと
に状態を変えるのではなく、したがっていくつかは、50nsよりも大きい期間を有するパル
ス1008として現れる。したがって、SCLIライン708上のこれらのパルス1008は、I2Cデバイ
ス受信機の入力フィルタによってフィルタ除去されない。これらのパルス1008は次いで、
組合せ論理に届き、求められていない状態変化を引き起こし得る。
【００３８】
　第3のグラフ1006において、より多くのパルスがSCLIライン708に届き、求められていな
い状態変化をI2Cデバイスに対して引き起こす。
【００３９】
　図11は、SCL信号216上の、CCIeモードで送信されるいくつかのシンボルが、求められて
いない状態変化がI2Cデバイス上で発生しないように選択的に伸長され得る例を示す。第1
のグラフ1102は、いくつかのシンボルスロットが伸長を必要とし得る間にI2Cデバイス受
信機の入力フィルタによってフィルタリングされ得るいくつかのパルスを示す。たとえば
、各々が単一のシンボルスロット内にある第1のパルス1110および第2のパルス1111が、フ
ィルタリングされ得る(SLCIライン706参照)。第1のシンボルスロット1120(第1のシンボル
パルス1114を有する)、第2のシンボルスロット1122(第2のシンボルパルス1106を有する)
、および第3のシンボルスロット1124(第3のシンボルパルス1112を有する)が伸長され得る
。たとえば、第1のシンボルパルス1114と次のシンボルスロットとの間で低から高への遷
移が発生するので、I2Cデバイスにおける求められていない状態変化が引き起こされ得る
という条件が発生する。したがって、対応するシンボルスロット1120は伸長を必要とし得
る。同様の条件が、第2のシンボルパルス1106および第3のシンボルパルス1112の後に存在
する。
【００４０】
　第2のグラフ1104において、伸長されたシンボルスロット1120'、1122'および1124'は、
状態変化の間の期間が少なくとも500nsであるように示され、そうすることによって、I2C
デバイス状態に対する変化を防止する。そのような伸長を実施するために、送信側CCIeデ
バイスは、状態の変化が発生しているかどうかを確かめるために少なくとも次のシンボル
パルスをルックアヘッドすることができることに留意されたい。
【００４１】
　図12は、いくつかのシンボル期間が選択的に伸長される手法のための、最良および最悪
ケースのデータスループットの算出を示すタイミングチャート1202、1204の例を含む。平
均スループットの例は、通信インターフェースの異なる構成についての達成可能なデータ
レートの比較を行うために算出されてよい。異なる構成は、最大fSCLおよび/または意図
しないS/P準安定性に関連した問題に対処するために適用され得る。
【００４２】
　一例が、第1のタイミングチャート1202によって示されている。この例では、12シンボ
ルCCIe構成が、同じバス上でどのレガシーI2Cデバイスも作動されないとき、またはバス
に接続されたすべてのデバイスがtSYMにおける各CCIeワードの前のSTART条件を検出する
ことが可能であるとき、約23Mbpsのデータレートを達成し得る。この例では、tSTART=2×
tSYMであり、tSYMは伸長されない。12シンボルCCIe構成は、同じバス上で作動されるすべ
てのレガシーI2Cデバイスが、適度に速いクロックとの使用のために同期して設計されて
いるとともに、最大fSCLおよび意図しないS/P準安定性問題が存在しないとき、約14Mbps
のデータレートを達成し得る。この例では、tSTARTはI2C ACとして定義され、tSYMは伸長
されない。
【００４３】
　別の例が、第2のタイミングチャート1204によって示されている。この例では、12シン
ボルCCIe構成は、同じバス上で作動されるすべてのレガシーI2Cデバイスが、同期して設
計され、意図しないS/P準安定性問題と無縁であるとき、9.8Mbpsの平均データレートを達
成し得るが、1つまたは複数のレガシーI2Cデバイスが、最大fSCL問題によって影響を受け
る場合がある。この例では、tSTARTはI2C ACとして定義され、tSYMは伸長される。20シン
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ボルCCIe構成は、同じバス上で作動される1つまたは複数のレガシーI2Cデバイスが、最大
fSCL問題および/または意図しないS/P準安定性問題を受けやすいとき、6.2Mbpsの平均デ
ータレートを達成し得る。この例では、tSTARTはI2C ACとして定義され、tSYMは伸長され
る。
【００４４】
　図13は、CCIe送信機によって、いつシンボルが伸長されるべきか判断するのに使うこと
ができる技法の一例を示す。ここで、SCL信号216は、低シグナリング状態において伸長さ
れ得る。2つ以上のシンボルが、一定の高または低論理状態など、同じシグナリングパタ
ーンを作成するとき、特定のシンボルが伸長されるべきである時間量を確かめるために、
カウントダウン値(STCNT)が始動される。カウントダウン値は、ゼロに達するまで、事前
ストレッチシンボル周期ごとに低下されてよい。この例では、カウントダウン値がゼロに
低減されたとき、I2C受信機において知覚されるパルスは、少なくとも500nsの長さである
。この例では、シンボル11～5は、SCL信号216上で同じシグナリング状態(すなわち、論理
低)を生じ、シンボル4は、異なるシグナリング状態(すなわち、論理高)を生じる。したが
って、シンボル5は、I2Cデバイスにおける知覚されるパルスが、500nsに等しいかまたは
それよりも大きくなるように伸長されてよい。
【００４５】
　図14は、第5のシンボルスロット1402における第1のシンボルパルスと、第2のシンボル
スロット1404における第2の、連続するパルスの両方が伸長されるように、送信側CCIeデ
バイスによる送信中にシンボルスロットが選択的に伸長される別の例を示す。この例では
、第2のシンボルスロット1404は、少なくとも2つの連続するシンボルパルスが、後続パル
ス1406の長さを考慮せずに、SCL信号216を同じ状態にさせるとき、ブラインド伸長されて
よい。
【００４６】
　図15は、送信側CCIeデバイスによる送信中に2つのシンボルスロット1502および1504が
伸長される別の例を示す。ここで、HIGHストレッチは、LOWストレッチの後に発生するだ
けである。したがって、シンボル10～9に対してはHIGHストレッチが発生せず、というの
は、シンボル11のSCL=0がI2Cデバイスによってフィルタ除去されるので、それらのシンボ
ルに先行するLOWストレッチがないからである。
【００４７】
　この例では、第6のシンボルスロット1502は低状態にあり、伸長され、第3のシンボルス
ロット1504も、高状態にあり、伸長される。この例は、シンボルパルス11からシンボルパ
ルス10へのシンボル遷移がある場合であっても、パルスが1506においてI2Cデバイスの入
力フィルタによってフィルタ除去されるので、シンボルスロット11を伸長する必要はない
ことも示す。ただし、第9のシンボルスロットから第8のシンボルスロットへの、高から低
への遷移は、I2C受信機によってパルスとして知覚される。したがって、第6のシンボルパ
ルスから第5のシンボルパルスへの、低から高への遷移があるので、第6のシンボルスロッ
トは、カウントダウン値(STCNT)がゼロに達するまで(たとえば、知覚されるパルス期間が
少なくとも500nsになるまで)伸長される。
【００４８】
　別の例では、ルックアヘッド手法が、送信側CCIeデバイスによる送信中に2つのシンボ
ルスロットを伸長させる。送信パターンに対してルックアヘッドが実施され、送信機は、
HIGH期間についてのストレッチの持続時間を、後続シンボルスロット中での将来のシンボ
ル送信に基づいて決める。将来、フィルタリングされていないLOW期間がない場合、ワー
ド時間を最小限にするのに必要なだけのシンボルに対して、1つのHIGH期間ストレッチが
続いてよい。
【００４９】
　いくつかの準安定条件が、CCIe送信中に起こり得る。本明細書に記載する12CCIeシンボ
ル送信中、信号準安定性が、CCIeデバイスと共有されるバスに結合されたレガシーI2Cデ
バイスの論理デバイス中で発生し得る。そのような準安定性は、たとえば、SDA信号218お
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よびSCL信号216の状態が同時に変化するときに発生し得る。レガシーI2Cデバイスは、い
くつかの事例では遷移がSTARTまたはSTOP条件であると判断する場合があり、他の事例で
はそうではないと判断する場合がある。そのような検出は準安定になる場合があり、それ
により、共有バスに結合されたレガシーI2Cデバイス中の論理デバイスが、間違った/未知
の状態に進み得る。
【００５０】
　図16は、1つまたは複数のI2Cデバイスにおいて準安定状態が発生し得る条件を示す。準
安定状態は、データ信号(SDA信号218)とクロック信号(SCL信号216)の両方が同じ時間1602
、1604に変化するときのシグナリング状態を含み得る。
【００５１】
　図17は、I2Cデバイス用の状態機械1702に対する、準安定状態の起こり得る影響を示す
。I2Cプロトコルにおいて、状態機械1702は、I2Cフレームおよび/またはワードの送信お
よび/または受信を追跡するように維持される。状態機械1702は、バスのSCL信号216およ
びSDA信号218中の遷移に基づいてトリガされる。状態機械は、スタート条件が検出された
ときに初期化されるフリップフロップ1716を含み得る。スタート条件はスタート検出論理
1706によって検出することができ、ストップ条件は第2の論理1708によって検出すること
ができる。状態機械遷移は、スタート条件が検出された後、状態図1710に従って構成され
てよく、状態機械1702は、ストップ条件が検出されたとき、リセットまたは休止されてよ
い(状態図1712参照)。SDA信号218とSCL信号216の両方が、スタート検出論理1706を、スタ
ート条件の明らかな発生に応答させるように状態を変えたとき、準安定条件1714が発生し
得る。
【００５２】
　図18は、意図しないSTARTまたはSTOP条件を防止するために回避されてよい条件を示す
。「シンボル」1802は、SDA信号218とSCL信号216との間の状態の組合せによって定義する
ことができる。たとえば、シンボル「0」は、SDA信号218とSCL信号216の両方が低(0)であ
るときである。シンボル「1」は、SDA信号218が低(0)であり、SCL信号216が高(1)である
ときである。シンボル「2」は、SDA信号218が高(1)であり、SCL信号216が低(0)であると
きである。シンボル「3」は、SDA信号218が高(1)であり、SCLラインが高(1)であるときで
ある。ここで、シンボル「2」からシンボル「1」への、およびシンボル「3」からシンボ
ル「0」へのシンボル遷移が、STARTインジケータに対する準安定条件を引き起こすことが
諒解されよう。同様に、シンボル「0」からシンボル「3」への、およびシンボル「2」か
らシンボル「1」へのシンボル遷移が、STOPインジケータに対する準安定条件を引き起こ
す。
【００５３】
　図19は、準安定条件を引き起こし得るシンボルの間のいくつかの遷移をなくすことがで
きる技法を示す。この方式の下で、データスループットは低下することができ、効果的な
データスループットを増大させるため、ならびに元の12シンボルCCIeシステムとの互換性
を可能な限り保つために、ワードごとの20ビットが送られ得る。
【００５４】
　図20は、シンボルごとに3つの状態の12個のシンボルを使う第1の送信方式と、シンボル
ごとに2つの状態の20個のシンボルを使う第2の送信方式との間の比較を示す。第1の送信
方式は、12個のシンボル内で19.02ビットを送信することができ、第2の送信方式は、20個
のシンボル内で20ビットを送信することができる。
【００５５】
　一態様によると、バスに結合されたマスタデバイスは、バスに結合されたレガシーI2C
デバイスがあるかどうか確かめることができる。どのレガシーI2Cデバイスもバスに結合
されていない場合、CCIeデバイスは、準安定条件を引き起こすことを心配する必要はなく
、シンボルごとに3つの状態の12個のシンボルを送信することができる。
【００５６】
　I2Cデバイスがバスに結合されている場合であっても、CCIeデバイスは依然として、バ
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ス上のすべてのレガシーI2Cデバイスが、同期して設計された論理回路を使う場合、シン
ボルスロット伸長も、準安定条件を回避しようと試みることもなく、および/または(シン
ボルスロットの選択的伸長の必要性ならびに準安定条件の可能性を回避することができる
)適度に速いクロックを用いて、シンボルごとに3つの状態の12個のシンボルを送信するこ
とができる。
【００５７】
　バスに結合されたレガシーI2Cデバイスがあり、バス上のすべてのレガシーI2Cデバイス
が、同期して設計され、準安定性の可能性と無縁であるが、いくつかのI2Cデバイスは状
態機械変化を免れない場合、シンボルスロット伸長が使われてよい。CCIeデバイスは依然
として、シンボルごとに3つの状態の12個のシンボルを送信することができるが、伸長さ
れたシンボルスロットにより、図12に示したように、平均9.6Mbpsということになり得る
。
【００５８】
　バスに結合されたレガシーI2Cデバイスがあり、レガシーI2Cデバイスのうちの少なくと
も1つが、非同期に設計され、準安定性を受けやすい場合、準安定状態遷移を引き起こす
、シンボルスロット伸長とシンボルの防止の両方が実装される。CCIeデバイスは次いで、
シンボルごとに2つの状態の20個のシンボルを送信することができ、これは平均6.5Mbpsに
なり得る(図21に示される)。
【００５９】
　図21は、CCIe送信のための最速および最も遅いレートのシナリオを示し、ここで、20個
のシンボル(シンボルごとに2つの状態がある)が、オーバーヘッドビットを含まずに、2つ
のSTARTインジケータの間で使われる。
【００６０】
　様々なデータスループットケースが、バスを介して可能であり得る。第1のケースにお
いて、12シンボルCCIe送信システムは、レガシーI2Cスレーブがバス上に存在しない場合
、または同じバス上のすべてのデバイスが、tSYMにおいて各CCIeワードの前のSTARTを適
切に検出することができる場合、23Mbpsを達成し得る。第2のケースにおいて、同じバス
上のすべてのレガシーI2Cデバイスが、シンボルスロットの選択的伸長の必要性ならびに
準安定条件の可能性を回避する適度に速いクロッキングを用いて同期して設計されている
場合、14Mbps向けのtSYMストレッチを利用しない12シンボルCCIe送信システムが使われ得
る。第3のケースにおいて、同じバス上のすべてのレガシーI2Cデバイスが、同期して設計
され、準安定性と無縁である場合、いくつかが上で論じた状態機械変化を免れない場合で
あっても、12シンボルCCIe送信システムは、tSYMストレッチを用いて9.6Mbpsという平均
を達成し得る。第4のケースにおいて、準安定性と状態機械問題の両方が存在する場合、2
0シンボルCCIe送信システムがtSYMストレッチとともに使われてよい。
【００６１】
　CCIeインターフェースを利用するいくつかのシステムは、スレーブデバイスの同期を可
能にするためにバスを介してCCIeマスタデバイスによって定期的に送信されるCCIe「ハー
トビート」ワードを定義することができる。マスタデバイスは、電力節約のために十分遅
く、しかし、スレーブがクロックサイクルを渇望しない程度に十分速いレートで、この「
ハートビート」CCIeワードを送信してよい。一例によると、「ハートビート」は、図3に
示されるCCIe通信インターフェースに概ね従って、2線の制御データバスを通じた送信の
ためにデータビットを符号化するために使用される20ビットの3進数空間内に符号化され
、または組み込まれ得る。
【００６２】
　図22は、第1のビット(ビット0)においてビットカウントがスタートしたときに送信され
る第20のビットであるビット19に関連したいくつかの態様を示す図2200である。言い換え
れば、コンピュータ科学において一般的であるように、ビットごとのカウントは0におい
て開始し、ビット19は第20のビットである。ここで、ビット0～18は、0000_0000_00003～
2221_2201_20013としての3進数の範囲内で表される。2221_2201_20023から2222_2222_222
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23の範囲内の3進数は、データ送信のためには使用されない。したがって、3進数の範囲22
21_2201_20023～2222_2222_22223は、ビット19(すなわち、第20のビット)を表すために使
用されてよい。言い換えると、2221_2201_20023という3進数は、1000_0000_0000_0000_00
00という2進数(0x80000という16進数)であり、2222_2222_22223という3進数(0x81BF0)は
とり得る最大の12桁の3進数である。一例では、スリープオンリーおよびスリープ除外コ
マンドが第20ビット(ビット19)を使う。ハートビートが送信され得るのは、この第20のビ
ット(ビット19)の数空間内である。
【００６３】
　図23は、CCIe送信システムにおいて使われるマッピングの一例を示すテーブル2300であ
る。このマッピングにおいて、ビット19の数空間は、数2221_2201_20023～2222_2222_222
23に及んでよく、この範囲の数は、6つの細区分に下位分割することができる。CCIeは、
マルチマスタ制御データバスアーキテクチャであり、制御データバスの制御は、あるマス
タデバイスから別のマスタデバイスに移されてよい。したがって、「マスタバス要求」コ
マンド(サブレンジ2222_1121_02103～2222_2112_11213内で)、ならびに「マスタハンドオ
ーバ」が(サブレンジ2222_2220_00023～2222_2221_12103内で)利用可能である。
【００６４】
　図24は、12シンボルCCIe送信システムにおいてハートビートを定義するのに使われ得る
ビット19の数空間内の範囲を示すテーブル2400である。
【００６５】
　図25において、タイミング図2500は、12シンボルCCIe送信システムにおける、SDA信号2
18およびSCL信号216を介した、ハートビートクロックの送信の一例を示す。受信機クロッ
ク(RXCLK信号)2508が、制御データバスを介して、送信シンボルの状態遷移から抽出され
得る。この例は、ハートビートクロックが、送信もしくは符号化の前、ならびに/または
受信および復号の後にどのように現れ得るかを示す。理解され得るように、ハートビート
クロックの第1の部分2502はSDAライン上で送信されるが、ハートビートクロックの第2の
部分2504はSCLライン上で送信され得る。このようにして、ハートビートクロックの一部
をSCLラインに移動することによって、空間2506がSDAライン上に作られる。
【００６６】
　フレーミングタイミング図2520からわかるように、ハートビートクロックの送信は同期
機会2524a、2524bを提供し得る。本明細書の他の箇所で記載するように、SYNCパターンの
第1のワードは、「SY-」と呼ばれ、
【００６７】
【数１】

【００６８】
シンボル(音符の後にダッシュ)で示され、SYNCパターンの第2のワードは、「-NC」と呼ば
れ、
【００６９】

【数２】

【００７０】
シンボルで、または
【００７１】

【数３】

【００７２】
シンボル(音符の前にダッシュ)で示され得るハートビートである。SYNCは、いくつかのフ
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レーム2522a、2522cの送信の後に送信される。図示される例において、同期機会2524a、2
524bはSYNCを含む。いくつかの事例では、SYNCの代わりにハートビートワード2526が送信
される。
【００７３】
　図26は、20シンボルCCIe送信モードで利用可能であり得るデータ範囲2604をもつ12シン
ボルCCIe送信モードで利用可能なデータ範囲2602を比較する図面2600である。2つのデー
タ範囲2602、2604の各々の中のサブレンジ2606、2608は、第19のビットが論理1にセット
されているワードを含んでよく、これらのサブレンジ2606、2608は、同期、ハートビート
および制御情報を送信する能力を提供し得る。一例では、各CCIe送信モードは、サブレン
ジ2606、2608内で送信される制御および/または同期ワードの対応するセットを有し得る
。一例では、各CCIe送信モードは、SYNCとして動作するワード(
【００７４】
【数４】

【００７５】
と表される)を与え得る。CCIeバス上でのスレーブID走査および割込みハンドリングに関
連した情報を含む他の情報が、ビット19のサブレンジ2606、2608内で送信されてよい。
【００７６】
　本明細書で開示するいくつかの態様によると、SYNC送信は、「SY-」ワードと、ハート
ビートワードに対応する「-NC」ワードとを含み得る。一例では、12シンボルモードで動
作するデバイスが、SY-ワードとして0x81BF0を、およびハートビートワードとして0x81BC
5を送信し得る。20シンボルモードで動作するとき、デバイスは、SY-ワードとして0xFFFF
Fを、およびハートビートワードとして0xFFFF8を送信することができる。SYNCは、CCIe送
信機の動作モードを識別するのに使うことができる。SYNCは、SDA信号218およびSCL信号2
16のシグナリング状態において、一意のパターンを生じ得る。一例では、SYNCは、12シン
ボルCCIeインターフェース用に0x81BF0+0x81BC5を、および20シンボルCCIeインターフェ
ース用に0xFFFFF+0xFFFF8を含み得る。これらのワード組合せは、他のどのCCIeデータ転
送においても発生しない、かつ通常のI2Cモード送信において発生しない、一意のパター
ンを生じるように選択すればよい。
【００７７】
　SYNCは、利用可能または可能な送信モードの間を区別するのに使うことができる。たと
えば、CCIeバスマスタが、20ビットデータを符号化するのにCCIe送信が12個のシンボルそ
れとも20個のシンボルを使うかを示すための適切なSYNCを送信することができる。CCIeバ
スマスタは、動作モードを示すためにSYNCパターンを定期的に送信してよく、送信の間の
期間は、CCIeバスへの、新たに加わったデバイスの、信頼できる効率的な同期を保証する
ように選択されてよい。たとえば、新たに加わったデバイスは、ホットプラグデバイス、
または起動を完了した、かつ/もしくは電源切断/起動周期から回復中であるデバイスを含
み得る。新たに加わったデバイスは、SYNCの検出および識別に基づいて、CCIeワード境界
に同期するように構成されてよい。
【００７８】
　一例では、マスタデバイスは、SYNCパターンの送信頻度を判断することができ、SYNCパ
ターンを可変頻度で送信することができる。マスタは、たとえば、システム起動の後、SY
NCパターンを比較的頻繁に送信する場合がある。CCIeバス上で加わり、起き、または起動
するスレーブデバイスは、CCIe送信を適切に監視し、送信し、または受信するために、SY
NCパターンを求めるように適応されてよい。SYNC送信は、たとえば、エラー条件または構
成要素故障による同期の喪失の後、同期を再獲得するのにも使うことができる。
【００７９】
　いくつかの事例では、CCIeスレーブデバイスは、同期と並行して、CCIe送信モードを判
断するように構成または適応され得る。一例では、モード検出は、SCL信号216およびSDA
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信号218における遷移を比較することによって実施することができる。12シンボル送信モ
ードでのハートビートワード(
【００８０】
【数５】

【００８１】
、NC)の送信中、SDA信号218のシグナリング状態が前のシンボルの後に立ち上がると、SCL
信号216のシグナリング状態は最初に、(論理0に)立ち下がる。SDA信号218およびSCL信号2
16のこの並行トグリングは、20シンボルCCIe送信モードに対しては許可されず、というの
は、20シンボル送信モードは、ただ1つの信号がトグルしてよいと規定するからである。C
CIeスレーブデバイスは、SDA信号218およびSCL信号216中のエッジのタイミングに基づい
て送信モードを検出することができる。
【００８２】
　図27は、それぞれ、12シンボルおよび20シンボルモード動作用の遷移図2708、2710と、
利用可能遷移の対応するテーブル2712、2714とを挙げる。図19に関して論じたように、20
シンボル送信は、12シンボル送信におけるよりも少ない利用可能遷移を各シンボル間隔に
おいて有し、というのは、いくつかの遷移2716aまたは2716bが、受信機におけるエラーの
事例を削減するために禁止されるからである。バス上のCCIeデバイスは、ハートビートワ
ードが後に続くSYNCワードによってCCIeワード境界と同期し得る。
【００８３】
　いくつかの事例では、送信の間のSDA信号218およびSCL信号216上で、符号化された要求
をシグナリングすることによって、帯域内割込み要求(「帯域内IRQ」)が、1つまたは複数
のCCIeデバイスによって発行され得る。一例では、ハートビートワードが送信されると、
スレーブCCIeデバイスが帯域内IRQをアサートし得る。SYNC-ハートビートという組合せが
送信されると、帯域内IRQは、ハートビートワードの送信中にアサートされ得る。
【００８４】
　いくつかの事例では、SYNCパターンが、省電力モード中に低速稼働クロックとして使わ
れ得る。
【００８５】
　図28は、SDA信号218およびSCL信号216のシグナリング状態、CCIeインターフェース上で
送信されるシンボル2802、2812、ならびに12シンボルおよび20シンボル送信方式の両方に
ついての対応する遷移数2804、2814を示すタイミング図2800、2810を挙げる。両方のモー
ドにおいて、SDA信号218は、SCL信号216が高に留まる間、12または20個のシンボルからな
るシーケンス中の各シンボル間隔においてトグルする。各モード向けに、受信クロック信
号(RXCLK信号)2806、2816が、シンボルの間の検出された遷移に基づいて生成され、現在
のシンボル2802、2812の値に従って駆動されるSDA信号218およびSCL信号216のシグナリン
グ状態をサンプリングするのに使われる。
【００８６】
　CCIe受信機は、CCIeインターフェース上で送信されたSY-ワードを検出するように適応
または構成されてよい。起動、すなわちCCIeデバイスが動作環境に挿入されるホットプラ
グイベントの後、および/またはCCIeバス上での送信との同期の喪失の検出もしくは通知
後のCCIeバスへの接続中にSY-検出が使われる。
【００８７】
　図29は、SYNC送信を検出するように構成することができるいくつかの回路を示すブロッ
ク図2900である。第1の回路2902が、SCL信号216を搬送する線上の論理低シグナリング状
態(すなわち、SCL=0)を検出するのに使われ得る。SYNC送信中、SCL信号216は、有効なSYN
Cの持続時間は、高論理状態に留まる。論理低状態の検出は、SYNC検出周期またはカウン
タを終了するのに使うことができる。第1の回路2902は、SCL信号216を受信する非同期S-R
ラッチ2906を含み、フリップフロップ2908、2910は、SCL信号216が論理高に留まる場合は
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低に留まるSCL低検出(SCL0DET)信号2912を生じるため、およびS-Rラッチ2906の出力(SR信
号2914)をクリアするリセット信号2916を与えるための、S-Rラッチ2906の出力(SR信号291
4)の2つの順序サンプルをキャプチャする。フリップフロップ2908および2910は、SCL信号
216はCDR回路に対してマスクされているので、SDA信号218のみから復元されるRXCLK信号2
904を使って計時される。
【００８８】
　セレクタ信号(SEL信号2926)が低状態にあるとき、第2の回路(ダウンカウンタ2920)が有
効にされる。SEL信号2926は、SCLMASK信号2928の状態がアクティブ(高)であるとともに、
SR信号2914とSCL0DET信号2912の両方が低であるとき、低状態にあり、SR信号2914およびS
CL0DET信号2912は、第1の回路2902によって生成される。SCLMASK信号2928の状態は、SCL
信号216がクロック生成に使われないように、CDRからSCL信号216をマスクするようにセッ
トされる。動作中、図示されるダウンカウンタ2920は、出力(CNT信号2924)が0x23という
初期化値2922を反映するように初期化される。ダウンカウンタ2920は、制御信号2912およ
び2914によって示されるように、SCL信号216において低レベル(SCL=0)が検出されると、
またはSCLMASK信号2928の状態が論理0にセットされたとき、初期化される。SEL信号2926
が低であるとき、ダウンカウンタ2920の出力は0に向かって減分される。
【００８９】
　CCIeデバイスは、CCIeバス上での送信との同期の喪失が検出または通知されると、CDR
へのSCL入力をブロックまたはマスクするために、SCLMASK信号2928の状態を論理1にセッ
トすればよい。SYNC検出論理が次いで、有効にされ得る。SYNC検出中、SCLMASK信号2928
は、CDRに、SDA信号218におけるシンボル遷移から、およびSCL信号216における遷移を使
うことも考慮することもなく、クロック信号を生成させるように動作し得る。同期を達成
すると、SCLMASK信号2928の状態はクリアされる。
【００９０】
　ダウンカウンタ2920は、どの利用可能モードに対しても、SYNC送信におけるシンボルの
最大数を反映する値からカウントダウンし得る。図33および図34によって示される例にお
いて、ダウンカウンタ2920は、0x23(10進の35)という初期値2922に初期化される。ダウン
カウンタ2920によって出力されたCNT信号2924は次いで、受信機クロック(RXCLK2904)の動
作を通して、SDA信号218における各遷移において減分されてよい。SYNCワードの送信が完
了されると、SCL信号216は降下し、有効な数の遷移がカウントされたかどうか判断するた
めに、カウント値が調べられる。完全ワードの持続時間に対する高SCL信号216とトグリン
グSDA信号218の組合せは、SYNCワードに対してのみ発生し、カウント値は、認識されたCC
Ie送信モード向けの送信におけるシンボルの数と一致する場合に有効である。
【００９１】
　ダウンカウンタ2920は、SCL信号216において「0」値が検出されると、その初期値2922
にリセットされ得る。SCL信号216は、CDRによって生じたRXCLK信号2904を使って計時され
るS-Rラッチ2906、ならびにフリップフロップ2908および2910の動作を通してサンプリン
グされる。SCL信号216は、SYNC送信中は高に留まり、SYNC送信が完了されそうになった後
、論理「0」値まで低く降下する(すなわち、2つのSCL=0パルスが、ワードを完成するのに
要求され得る)。いくつかの事例では、同期は、論理0(SCL=0)におけるSCL信号216の第1の
検出において、いくつかの他の要求される条件が整っているとき、完了したと見なされる
。SCLMASK信号2928の状態は、同期の検出が成功したとき、リセットされる。
【００９２】
マスキングを用いるクロックおよびデータ復元回路の例
　図30は、CCIe通信リンクから埋め込みクロック情報を復元するのに利用することができ
るCDR回路3000の例を示すブロック図である。CDR回路3000は、SCL信号216および/またはS
DA信号218のマスキングを許可するように適応される。この例では、第1のゲート3026にお
けるSCL信号216のブロッキングを可能にするために、SCLMASK信号3002が与えられてよく
、第2のゲート3028におけるSDA信号218のブロッキングを可能にするために、SDAMASK信号
3030が与えられてよい。いくつかの事例では、図示されるCDR回路3000および/または他の



(23) JP 2017-514394 A 2017.6.1

10

20

30

40

50

CDR回路の他の変形体が使われてよい。
【００９３】
　SCL信号216およびSDA信号218中で、シンボルのシーケンスが受信される。対応する信号
の状態が未定義、不確定、非常駐または場合によっては不安定であるシンボルの間には遷
移時間が存在し得る。比較器3004、セットリセットラッチ3006、「遅延S」遅延要素3012
、および(バス接続された)レベルラッチ3010は、入力(SI)信号3020の遅延されたインスタ
ンスを表すレベルラッチされた信号(S信号)3022を生成するように構成されてよい。SI信
号3020における変化の検出と、変化したS信号3022の出力との間の遅延は、遅延S遅延要素
3012を構成することによって選択することができる。
【００９４】
　比較器3004は、SI信号3020をS信号3022と比較し、2進比較信号(NE信号)3014を出力する
。セットリセットラッチ3006は、NE信号3014を比較器3004から受信し、NE信号3014のフィ
ルタリングされたバージョンである信号(NEFLT信号)3016を出力することができる。セッ
トリセットラッチ3006の動作は、NE信号3014中のいかなる非常駐不安定性(スパイク)も除
去するように構成されてよい。NEFLT信号3016はワンショット回路3008に与えられ、回路3
008は、NEFLT信号3016における立上りエッジに応答して、事前構成された固定長のパルス
を生じる。ワンショット回路3008の出力は、現在のシンボルをキャプチャし、かつ/また
はセットリセットラッチ3006をリセットするのに使われる内部受信クロック(IRXCLK)信号
3018を与えるように、遅延要素3012を使って遅延させることができる。セットリセットラ
ッチ3006の「リセット」入力は、NE信号3014の状態にかかわらず、IRXCLK信号3018が高で
あるとき、NEFLT信号3016がリセットされるように、優先され得る。
【００９５】
　一例では、IRXCLK信号3018は、RXCLK信号2904(図29参照)を与えるために、別の遅延要
素3024を使って遅延させることができる。いくつかの事例では、IRXCLK信号3018は、外部
回路構成によって、CDR回路3000のデータ出力をサンプリングするのに使うことができる
。IRXCLK信号3018、またはIRXCLK信号3018の派生信号(たとえば、RXCLK信号2904)は、デ
コーダまたは直並列変換器回路に与えられ得る。いくつかの事例では、NEFLT信号3016な
ど、他の信号が、外部回路構成向けのクロック信号を生成するのに使われてよい。レベル
ラッチ3010は、SI信号3020を受信するとともにS信号3022を出力し、ここで、レベルラッ
チ3010は、IRXCLK信号3018によってトリガされるか、さもなければ制御される。一例では
、S信号3022は、CDR回路3000のシンボル出力として働き得る。他の例では、S信号3022を
、CDR回路3000のシンボル出力として使用するために、遅延させ、ラッチし、かつ/または
場合によっては条件づけるための追加回路構成が、CDR回路3000中に含まれ得る。
【００９６】
　動作中、比較器3004は、SI信号3020を、レベルラッチ3010から出力されるS信号3022と
比較する。比較器3004は、SI信号3020とS信号3022とが等しいとき、NE信号3014を第1の状
態(たとえば、論理低)に駆動し、SI信号3020とS信号3022とが等しくないとき、NE信号301
4を第2の状態(たとえば、論理高)に駆動する。SI信号3020およびS信号3022が異なるシン
ボルを表すとき、NE信号3014は第2の状態にある。したがって、第2の状態は遷移が発生し
ていることを示す。
【００９７】
　図31は、SCLMASK信号3142を生成するのに、およびCCIe送信モードを判断するのに使う
ことができる論理回路構成3100の例を示すブロック図である。図29への参照を続けると、
論理回路構成3100は、SCL信号216、SCL0DET信号2912、SCLMASK信号2928の値に基づいてSY
NC12PRE信号3130を生じるように構成された第1のゲート3102と、「00」とダウンカウンタ
2920(図29参照)によって出力されるCNT信号2924の2つの最上位ビットとの間の比較の結果
3124を生じるように構成された比較論理の出力とを含む。論理回路構成3100は、0x00と、
CNT信号2924のすべてのビットとの間の比較の結果3128を生じるように構成された比較論
理の出力に基づいて、SYNC20PRE信号3132も生じる。論理回路構成3100は、12シンボルCCI
e送信モードに対して同期が達成されたことを示す信号(SYNC12)3140と、20シンボルCCIe
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送信モードに対して同期が達成されたことを示す別の信号(SYNC20)3142とを生じ得る。CC
Ie送信モードは、CNT信号2924の値の判断に少なくとも部分的に基づいて判断することが
できる。論理回路構成3100は、SCLMASK信号3142を生成することもでき、信号3142は、SDA
MASK信号3030とともにCDR回路3000に与えられ得る。
【００９８】
　図32は、SDAMASK信号3206を生成するのに使われる論理回路構成3200のある例の動作を
示すタイミング図3220を含む。SDAMASK信号は、たとえば、帯域内IRQ生成に使うことがで
きる。
【００９９】
　いくつかの事例では、CCIe動作用に構成または適応されたデバイスは、複数のモードで
動作することが可能であり得る。さらに、CCIeバス上で利用可能な動作モードは、システ
ムリセットまたは起動時ではなく、動作中に判断することができる。一例では、ホットプ
ラグCCIeデバイスは、12シンボルまたは20シンボルCCIe送信モードに対応するSYNCパター
ンを待てばよい。CCIeデバイスは、I2Cプロトコルを使って通信することも可能であり得
るが、CCIeデバイスは一般に、I2C通信タイミングに同期することは要求されない。
【０１００】
　図35は、SCL信号216およびSDA信号218を介して送信される通信がI2Cプロトコルに準拠
するときのSYNC検出論理の動作を示すタイミング図である。SCL信号216が論理低レベルに
あるとき、SYNC論理は、有効なCCIe送信を検出せず、カウンタは、その最大値にリセット
され得る。
【０１０１】
フレーム同期
　図36は、CCIeとI2Cの混合環境において動作するCCIeデバイス向けのフレーム同期プロ
セスを示す状態図3600である。最初に、CCIeデバイスは、同一の動作モードにあり、フレ
ームに同期されている。アイドル状態3604において、CCIeデバイスは、I2C動作モードを
サポートする状態3602に遷移し得る。I2CモードからCCIeモードへの遷移は、CCIeデバイ
スをアイドル状態3604に置き、この状態から、CCIeデバイスはアクティブ通信状態3602、
3606に遷移し得る。初期CCIeアクティブ通信状態3606において、CCIe通信は、CCIeデバイ
スが、デバイスによって使われるスレーブIDに対応するスレーブIDを検出したときに始ま
り得る。スレーブは次いで、状態3608に入り、この状態で、アドレス情報を待つ。読取り
または書込みが次いで、書込み状態3610または1つもしくは複数の読取り状態3612、3614
、3616において完了される。いくつかのアクティブ状態3610、3612、または3616からの退
出により、デバイスはアイドル状態3604に戻り得る。
【０１０２】
　いくつかの事例では、CCIeデバイスを非同期状態に置くことが望ましい場合がある。一
例では、シリアルバスの動作モードの変化を容易にするか、または強制するために、デバ
イスが非同期状態に置かれ得る。一例では、CCIeマスタが、同期を断つために意図的なシ
ンボルエラーを送信し得る。図37は、CCIeマスタによって、非同期状態への遷移に影響す
るように送信され得る、UNSYNCコード3700と呼ばれ得るCCIeワードを示す。フレームは、
0x0000にセットされた、およびエラー条件を示すように「1」にセットされたエラー検出
ビットをもつSIDを有し得る。この送信は、UNSYNCコード3700と呼ばれ得る。UNSYNCコー
ド3700を受信すると、スレーブデバイスが、非同期状態に降下し、CCIeバスのシグナリン
グ状態におけるSYNCパターンを探し始め得る。
【０１０３】
シリアルバスの動作モードの間の遷移
　本明細書で開示するいくつかの態様に従って適応されたマスタおよびスレーブデバイス
は、複数の動作モードおよび/または複数のプロトコルをサポートするシリアルバスに結
合され、そのシリアルバスを介して通信することができる。
【０１０４】
　図38は、シリアルバスの動作モードの間、および/またはシリアルバス上で使うことが
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できる複数のプロトコルの間を遷移するための一般化方式を示す流れ図3800である。各動
作モードおよび/またはプロトコルは、対応するアクティブ状態3802、3804、3812、3814
に関連付けられ得る。バスの動作モードは、シグナリング方式、データスループット、送
信フォーマットなどの間を区別し得る。異なる動作モードがプロトコル用に定義されてよ
い。たとえば、12シンボルおよび20シンボルモードが、CCIeプロトコル用に定義されてよ
い。
【０１０５】
　アクティブ状態3802、3804、3812、3814の間で、異なるタイプの遷移が利用可能であり
得る。第1の例において、シリアルバスは、アイドル状態3810に入ることができ、この状
態から、次のアクティブ状態3802、3804、3814が開始され得る。アイドル状態3810には、
第1のプロトコルに従って通信する2つ以上のデバイスが、通信トランザクションを完了し
ているとともにバスを解放したとき、入ることができる。マスタデバイスなど、バスを介
して通信することを望むデバイスは、調停および/または交渉を通してアイドル状態3810
中にバスの制御を獲得することができ、調停プロセスに勝つと、通信を始めることができ
る。バスの制御を獲得したデバイスは、第1のプロトコルを使って通信を開始することが
できる。第2の、異なるプロトコルを使って通信するデバイスは、第1のプロトコルを伴う
通信を無視するように構成されてよい。たとえば、I2Cデバイスは、共有バス上でのCCIe
通信を無視してよい。
【０１０６】
　第2の例において、アクティブ状態3802、3804、3812の間の遷移は、バスを強制的に「
例外」状態3808にすることによって遂行することができる。例外状態3808は、スレーブデ
バイスがマスタデバイスと同期していないときに存在し得る。例外状態3808は、バスに結
合されたデバイスのグループに対してリセットが実施された後で存在し得る。
【０１０７】
　第3の例において、アクティブ状態3802、3804の間の遷移は、コマンド3806のセットを
使って実施することができる。たとえば、CCIeマスタデバイスが12シンボル動作モードと
20シンボル動作モードとの間で選択することを許可するコマンド構造が与えられ得る。CC
Ieマスタは、遷移が発生した後、シリアルバスの制御を保持し得る。
【０１０８】
　アクティブ状態3802、3804、3812、および/または3814の間を遷移するための他の手段
が企図される。いくつかの構成では、アイドル状態3810とコマンド3806の組合せが利用さ
れてよい。たとえば、シリアルバスに結合されたいくつかのデバイスは、共通プロトコル
においてデータを送信および/または受信するように構成され得る。後者の例において、
構成、再構成、調停および/または交渉は、I2Cプロトコルを使ってアイドル状態3810から
開始することができる。
【０１０９】
　いくつかの構成では、アクティブ状態3802、3804、3812、および/または3814の間を遷
移するための複数の手段が利用され得る。I2C、CCI、および/またはCCIeプロトコルの何
らかの組合せをサポートするシリアルバス用に、プロトコル、プロトコルの変形体および
シグナリング方式の間の切替えが、UNSYNCコード3700(図37参照)および/または本明細書
では一斉呼出しと呼ばれる専用制御ワードを使って遂行され得る。一例では、UNSYNCコー
ド3700は、20シンボルおよび12シンボルCCIe送信モードの間の変化を開始するために送信
され得る。
【０１１０】
　プロトコルの間の(たとえば、I2CとCCIeとの間の)、および/または20シンボルCCIe送信
モードと12シンボルCCIe送信モードとの間の変化は、1つまたは複数の一斉呼出しの送信
によって開始することができる。一斉呼出しは、あらかじめ定義されたコードワードを使
って実装することができ、かつ/または予約済みSIDおよび/もしくはアドレスにアドレス
指定することができる。一例では、SID[15:0]==0x0000のとき、CCIeフレームが一斉呼出
しとして識別され得る。マスタデバイスは、アドレスワードを使って、一斉呼出しのタイ
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プを指定することができる。一斉呼出しは、スレーブデバイスに書き込み、またはそこか
ら読み取ることができるデータワードとして送信されるペイロードを含み得る。
【０１１１】
　UNSYNCコード3700の使用により、リソース共有を通してCCIeスレーブ内のハードウェア
を最小化することができ、CCIe送信モードの間のより高速な切替えを遂行することができ
る。対照的に、一斉呼出しは一般に、特別な復号論理および/またはモード切替え論理を
必要とし、一斉呼出しは一般に、完了するのに特別なワード周期を必要とする。
【０１１２】
　図39は、I2CモードとCCIeモードとの間、およびCCIe送信モードの間でのモード切替え
を示す状態図3900である。一例では、UNSYNCコード3910が、スレーブデバイスを非同期モ
ード3902にフォールバックさせるために、12シンボルCCIe送信モード3904中に送信され得
る。UNSYNCコード3912が、スレーブデバイスを非同期モード3902にフォールバックさせる
ために、20シンボルCCIe送信モード3906中に送信され得る。UNSYNCコード3910は、エラー
が検出されたときに実施され得る復元プロセスと同様の復元プロセスを、スレーブデバイ
スに効果的に実施させる。非同期モード3902は、電源オン、リセットまたはホットプラグ
の後で想定または開始されるデバイス状態と等価であり得る。
【０１１３】
　I2Cモード3908への遷移は、図示されるCCIe送信モード3904、3906のいずれからでも開
始され得る。したがって、非同期モード3902からI2Cモード3908への遷移は、CCIeモード3
904または3906のうちの1つへの遷移を含んでよく、このモードから、「12シンボル退出」
一斉呼出し3922、または「20シンボル退出」一斉呼出し3924が発行され得る。I2Cモード3
908からCCIeモードへの遷移は、「12シンボル進入」I2C一斉呼出し3918、または20シンボ
ルCCIeに入るための「20シンボル進入」I2C一斉呼出し3920の使用を通して直接行うこと
ができる。
【０１１４】
　CCIeモード3904と3906との間の遷移は、非同期モード3902を通って遷移することによっ
て遂行することができる。図40に示すように、20シンボルCCIe送信モード3906から12シン
ボルCCIe送信モード3904への遷移は、UNSYNCと、それに続く12シンボルSYNCパターンを送
信するプロセス4002を伴い得る。12シンボルCCIe送信モード3904から20シンボルCCIe送信
モード3906への遷移は、UNSYNCと、それに続く20シンボルSYNCパターンを送信するプロセ
ス4004を伴い得る。
【０１１５】
いくつかの回路システムおよび方法の追加説明
　図41は、本明細書において開示される1つまたは複数の機能を実施するように構成する
ことができる処理回路4102を利用する装置のためのハードウェア実施態様の簡略化された
例を示す概念図4100である。本開示の様々な態様によると、本明細書で開示するような要
素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、処理回路4102を使用して実
装されてもよい。処理回路4102は、ハードウェアモジュールとソフトウェアモジュールの
何らかの組合せによって制御される1つまたは複数のプロセッサ4104を含んでもよい。プ
ロセッサ4104の例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイ
ス(PLD)、状態機械、シーケンサ、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全
体にわたって記載された様々な機能性を実施するように構成された他の適切なハードウェ
アを含む。1つまたは複数のプロセッサ4104は、特定の機能を実施し、ソフトウェアモジ
ュール4116のうちの1つによって構成され、増強され、または制御されてもよい専用プロ
セッサを含んでもよい。1つまたは複数のプロセッサ4104は、初期化中にロードされたソ
フトウェアモジュール4116の組合せを通じて構成されてもよく、動作中に1つまたは複数
のソフトウェアモジュール4116のローディングまたはアンローディングによってさらに構
成されてもよい。
【０１１６】
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　図示された例では、処理回路4102は、バス4110によって概略的に表されるバスアーキテ
クチャを用いて実装することができる。バス4110は、処理回路4102の具体的な適用例およ
び全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含む場合が
ある。バス4110は、1つまたは複数のプロセッサ4104およびストレージ4106を含む様々な
回路を互いにリンクさせる。ストレージ4106は、メモリデバイスおよび大容量記憶デバイ
スを含んでもよく、本明細書ではコンピュータ可読媒体および/またはプロセッサ可読媒
体と呼ばれる場合がある。バス4110は、タイミングソース、タイマー、周辺機器、電圧調
整器、および電力管理回路などの様々な他の回路をリンクさせることもできる。バスイン
ターフェース4108は、バス4110と1つまたは複数のトランシーバ4112との間のインターフ
ェースを提供してもよい。トランシーバ4112は、処理回路によってサポートされるネット
ワーキング技術ごとに提供されてもよい。場合によっては、複数のネットワーキング技術
が、トランシーバ4112の中に見出される回路または処理モジュールの一部または全部を共
有してもよい。各トランシーバ4112は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するため
の手段を提供する。装置の性質に応じて、ユーザインターフェース4118(たとえば、キー
パッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティック)が設けられても
よく、直接またはバスインターフェース4108を通じてバス4110に通信可能に結合されても
よい。
【０１１７】
　プロセッサ4104は、バス4110の管理、およびストレージ4106を含む場合があるコンピュ
ータ可読媒体に記憶されたソフトウェアの実行を含む場合がある全体的な処理を担当する
ことができる。この点で、プロセッサ4104を含む処理回路4102は、本明細書で開示する方
法、機能および技法のうちのいずれかを実装するために使用され得る。ストレージ4106は
、ソフトウェアを実行するとき、プロセッサ4104によって操作されるデータを記憶するた
めに使用される場合があり、ソフトウェアは、本明細書において開示された方法のうちの
任意の1つを実装するように構成される場合がある。
【０１１８】
　処理回路4102内の1つまたは複数のプロセッサ4104はソフトウェアを実行することがで
きる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード
、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、または他の名称で呼ばれるかどうかにかかわらず
、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブ
プログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーショ
ン、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイ
ル、実行スレッド、プロシージャ、関数、アルゴリズムなどを意味するように広く解釈さ
れるべきである。ソフトウェアは、コンピュータ可読の形でストレージ4106中または外部
コンピュータ可読媒体中に存在することができる。外部コンピュータ可読媒体および/ま
たはストレージ4106は、非一時的コンピュータ可読媒体を含んでもよい。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、例として、磁気記憶デバイス(たとえば、ハードディスク、フロッピ
ーディスク、磁気ストリップ)、光ディスク(たとえば、コンパクトディスク(CD)またはデ
ジタル多用途ディスク(DVD))、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(たとえば、
「フラッシュドライブ」、カード、スティック、またはキードライブ)、ランダムアクセ
スメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能PROM(EPRO
M)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、レジスタ、リムーバブルディスク、およびコンピュー
タがアクセスし読み取ってもよいソフトウェアおよび/または命令を記憶するための任意
の他の適切な媒体を含む。コンピュータ可読媒体および/またはストレージ4106は、例と
して、搬送波、伝送路、ならびに、コンピュータがアクセスし読み取ることができるソフ
トウェアおよび/または命令を送信するための任意の他の適切な媒体も含み得る。コンピ
ュータ可読可読媒体および/またはストレージ4106は、処理回路4102中に存在するか、プ
ロセッサ4104中に存在するか、処理回路4102の外部に存在するか、または処理回路4102を
含む複数のエンティティにわたって分散され得る。コンピュータ可読媒体および/または
ストレージ4106は、コンピュータプログラム製品において具現化され得る。例として、コ
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ンピュータプログラム製品は、パッケージング材料中のコンピュータ可読媒体を含み得る
。当業者は、特定の適用例およびシステム全体に課された全体的な設計制約に応じて、本
開示全体にわたって提示する説明した機能性を最善の形で実装する方法を認識されよう。
【０１１９】
　ストレージ4106は、ロード可能なコードセグメント、モジュール、アプリケーション、
プログラムなどにおいて維持され、および/または編成されるソフトウェアを維持するこ
とができ、これは、本明細書ではソフトウェアモジュール4116と呼ばれ得る。ソフトウェ
アモジュール4116の各々は、処理回路4102にインストールまたはロードされ、1つまたは
複数のプロセッサ4104によって実行されたとき、1つまたは複数のプロセッサ4104の動作
を制御するランタイム画像4114に寄与する命令およびデータを含む場合がある。実行され
ると、いくつかの命令は、処理回路4102に、本明細書で説明するいくつかの方法、アルゴ
リズム、およびプロセスに従って機能を実施させることができる。
【０１２０】
　ソフトウェアモジュール4116のうちのいくつかは、処理回路4102の初期化中にロードさ
れてもよく、これらのソフトウェアモジュール4116は、本明細書で開示する様々な機能の
実施を可能にするように処理回路4102を構成することができる。たとえば、いくつかのソ
フトウェアモジュール4116は、プロセッサ4104の内部デバイスおよび/または論理回路412
2を構成することができ、たとえばトランシーバ4112、バスインターフェース4108、ユー
ザインターフェース4118、タイマー、数学的コプロセッサなどの外部デバイスへのアクセ
スを管理することができる。ソフトウェアモジュール4116は、割込みハンドラおよびデバ
イスドライバと対話し、処理回路4102によって提供される様々なリソースへのアクセスを
制御する、制御プログラムおよび/またはオペレーティングシステムを含む場合がある。
リソースには、メモリ、処理時間、トランシーバ4112へのアクセス、ユーザインターフェ
ース4118などを含めてもよい。
【０１２１】
　処理回路4102の1つまたは複数のプロセッサ4104は、多機能とすることができ、それに
よって、ソフトウェアモジュール4116のいくつかは、ロードされ、異なる機能または同じ
機能の異なるインスタンスを実施するように構成される。1つまたは複数のプロセッサ410
4は、さらに、たとえば、ユーザインターフェース4118、トランシーバ4112、およびデバ
イスドライバからの入力に応答して開始されるバックグラウンドタスクを管理するように
適応され得る。複数の機能の実施をサポートするために、1つまたは複数のプロセッサ410
4は、マルチタスク環境を提供するように構成される場合があり、それにより、複数の機
能の各々が、必要または要望に応じて、1つまたは複数のプロセッサ4104によってサービ
スされる1組のタスクとして実装される。一例では、マルチタスク環境は、異なるタスク
間でプロセッサ4104の制御を渡す時分割プログラム4120を使用して実装される場合があり
、それにより、各タスクは、任意の未処理動作の完了後、および/または割込みなどの入
力に応答して、時分割プログラム4120に1つまたは複数のプロセッサ4104の制御を戻す。
タスクが1つまたは複数のプロセッサ4104の制御を有するとき、処理回路は、事実上、制
御するタスクに関連付けられた機能によって対処される目的に特化される。時分割プログ
ラム4120は、オペレーティングシステム、ラウンドロビンベースで制御を移すメインルー
プ、機能の優先順位付けに従って1つもしくは複数のプロセッサ4104の制御を割り振る機
能、および/または、1つもしくは複数のプロセッサ4104の制御を処理機能に提供すること
によって外部イベントに応答する割込み駆動のメインループを含み得る。
【０１２２】
　図42は、シリアルバス上でのデータ通信のための方法を示すフローチャート4200である
。シリアルバスはCCIeバスであってよく、本方法において具陳される様々な手順および機
能は、図2に示されるCCIeマスタデバイス220、図3に示されるデバイス(送信機300もしく
は受信機320)、および/または本明細書に記載する他のデバイスの何らかの組合せを含む
デバイスによって実施することができる。
【０１２３】
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　ブロック4202において、マスタデバイス220が、シリアルバス上で第1のSYNCコードを送
信し得る。第1のSYNCコードは、同期ワードおよびハートビートワードを含んでよく、ハ
ートビートワードは、1つまたは複数のスレーブCCIeデバイスがクロック信号を生成する
ことを可能にし得る。
【０１２４】
　ブロック4204において、マスタデバイス220は、第1のSYNCコードに応答して、シリアル
バスに結合された第1のデバイスとの同期を確立することができる。マスタデバイス220は
、第1のデバイスとの同期を確立した後、第1のプロトコルに関連付けられた第1の動作モ
ードに従って、シリアルバスを介して第1のデバイスと通信することができる。
【０１２５】
　ブロック4206において、マスタデバイス220は、シリアルバス上でUNSYNCコードを送信
することができ、ここでUNSYNCコードは、第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすよ
うに構成される。UNSYNCコードは、エラー条件のインジケータを含み得る。エラー条件の
インジケータの存在により、第1のデバイスは非同期状態に入り得る。
【０１２６】
　ブロック4208において、マスタデバイス220が、シリアルバス上で第2のSYNCコードを送
信し得る。
【０１２７】
　ブロック4210において、マスタデバイス220は、第2のSYNCコードに応答して、シリアル
バスに結合された第2のデバイスとの同期を確立することができる。マスタデバイス220は
、第2のデバイスとの同期を確立した後、第1のプロトコルに関連付けられた第2の動作モ
ードに従って、シリアルバスを介して第2のデバイスと通信することができる。
【０１２８】
　一例では、第1のプロトコルはCCIeプロトコルである。第1の動作モードは、シリアルバ
ス上で送信されるべき12個のシンボル中でデータワードが符号化される動作モードに対応
し得る。第1のSYNCコードは、シリアルバス上で、12個のシンボルからなるシーケンスを
送信することによって送信され得る。12個のシンボルからなるシーケンスは、CCIeバスの
SCL線を、12個のシンボルからなるシーケンスの送信中、論理高シグナリング状態に留ま
らせるように構成または選択されてよい。SDA線は、12個のシンボルからなるシーケンス
の連続するシンボルの間の各遷移において、シグナリング状態を変えることができる。
【０１２９】
　別の例では、第1のプロトコルはCCIeプロトコルである。第1の動作モードは、シリアル
バス上で送信されるべき20個のシンボル中でデータワードが符号化される動作モードに対
応し得る。第1のSYNCコードは、シリアルバス上で、20個のシンボルからなるシーケンス
を送信するためのトランシーバを使って送信され得る。20個のシンボルからなるシーケン
スは、CCIeバスのSCL線を、20個のシンボルからなるシーケンスの送信中、論理高シグナ
リング状態に留まらせるように構成または選択されてよい。SDA線は、20個のシンボルか
らなるシーケンスの連続するシンボルの間の各遷移において、シグナリング状態を変える
ことができる。
【０１３０】
　第1のプロトコルがCCIeプロトコルである場合、第1のデバイスと通信することは、シン
ボルのシーケンス中で、スレーブCCIeデバイスに1つまたは複数のデータワードを送信す
ることを含み得る。
【０１３１】
　いくつかの事例では、デバイスは、シリアルバス上で一斉呼出しを送信し得る。一斉呼
出しは、シリアルバスをアイドル状態に入らせることができる。デバイスは、シリアルバ
スがアイドル状態に入った後、第2のプロトコルを使って、シリアルバスに結合された第3
のデバイスと通信することができる。第1のプロトコルはCCIeプロトコルであってよく、
第2のプロトコルはI2Cプロトコルであってよい。シリアルバスに接続された少なくとも1
つのデバイスは、I2Cプロトコルを使う通信に制限され得る。
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【０１３２】
　図43は、処理回路4302を採用する装置4300のためのハードウェア実装の簡略化された例
を示す図である。処理回路は、一般に、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デ
ジタル信号プロセッサ、シーケンサ、および状態機械のうちの1つまたは複数を含み得る
プロセッサ4316を有する。処理回路4302は、バス4320によって概して表されるバスアーキ
テクチャを用いて実装され得る。バス4320は、処理回路4302の具体的な用途および全体的
な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス4320は、
プロセッサ4316、モジュールまたは回路4304、4306、4308、および4310、コネクタまたは
ワイヤ4314を介して通信するように構成可能なラインインターフェース回路4312、ならび
にコンピュータ可読記憶媒体4318によって表される、1つもしくは複数のプロセッサおよ
び/またはハードウェアモジュールを含む様々な回路を互いにリンクする。バス4320は、
タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路などの様々な他の回路を
リンクさせてもよいが、これらの回路は当技術分野でよく知られており、したがって、こ
れ以上は説明しない。
【０１３３】
　プロセッサ4316は、コンピュータ可読記憶媒体4218に記憶されたソフトウェアの実行を
含む全体的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ4316によって実行されると、
処理回路4302に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実施させる。コ
ンピュータ可読記憶媒体4318は、ソフトウェアを実行するとき、コネクタ4314を介して送
信されるシンボルから復号されたデータを含めて、プロセッサ4316によって操作されるデ
ータを記憶するために使用されてもよい。処理回路4302は、モジュール4304、4306、4308
、および4310のうちの少なくとも1つをさらに含む。モジュール4304、4306、4308、およ
び4310は、プロセッサ4316の中で動作しコンピュータ可読記憶媒体4318に常駐する/記憶
されるソフトウェアモジュール、プロセッサ4316に結合された1つもしくは複数のハード
ウェアモジュール、またはそれらの何らかの組合せであってもよい。モジュール4304、43
06、4308および/または4310は、マイクロコントローラ命令、状態機械構成パラメータ、
またはそれらの何らかの組合せを含み得る。
【０１３４】
　一構成では、ワイヤレス通信のための装置4300は、同期コードを生成するためのモジュ
ールおよび/または回路4304、一斉呼出しを含むコマンドを生成するためのモジュールお
よび/または回路4306、プロトコルおよび動作モードを選択するためのモジュールおよび/
または回路4308、プロトコルおよび/または動作モードの間を遷移するために、シリアル
バス上でSYNC、UNSYNCおよび/または一斉呼出しを送信するためのモジュールおよび/また
は回路4310を含む。
【０１３５】
　一例では、処理回路4302は、コンピュータ可読記憶媒体4318中で維持される命令を実行
することができ、そのような実行により、装置4300は、第1のSYNCコードに応答して、コ
ネクタ4314に結合された第1のデバイスとの同期を確立し、第1のデバイスとの同期を確立
した後、第1のプロトコルに関連付けられた第1の動作モードに従って、コネクタ4314を介
して第1のデバイスと通信し、コネクタ4314上でUNSYNCコードを送信し、ここでUNSYNCコ
ードは、第1のデバイスとの同期の喪失を引き起こすように構成され、コネクタ4314上で
第2のSYNCコードを送信し、第2のSYNCコードに応答して、コネクタ4314に結合された第2
のデバイスとの同期を確立し、第2のデバイスとの同期を確立した後、第1のプロトコルに
関連付けられた第2の動作モードに従って、コネクタ4314を介して第2のデバイスと通信す
る。
【０１３６】
　上述した手段は、たとえば、プロセッサまたは制御論理212、トランシーバ210およびラ
インドライバ/受信機214a、214bならびに記憶媒体またはレジスタ206および/または210b
を含む物理層デバイスの何らかの組合せを使って実装されてよい。
【０１３７】
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　開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例で
あることを理解されたい。設計上の優先事項に基づいて、プロセスにおけるステップの特
定の順序または階層が並べ替えられてもよいことを理解されたい。添付の方法クレームは
、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序ま
たは階層に限定されることを意味するものではない。
【０１３８】
　上記の説明は、本明細書で説明される様々な態様を当業者が実践できるようにするため
に与えられる。これらの態様に対する様々な変更形態は、当業者に容易に明らかになり、
本明細書において規定される一般原理は、他の態様に適用される場合がある。したがって
、特許請求の範囲は本明細書に示された態様に限定されるものではなく、文言通りの特許
請求の範囲に整合するすべての範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、
そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味することを意図せず、「1つま
たは複数の」を意味する。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は1
つまたは複数を指す。当業者に知られている、または後に知られるようになる、本開示全
体にわたって説明する様々な態様の要素の構造的および機能的な均等物のすべては、参照
により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されるように意図され
ている。さらに、本明細書で開示するいかなる内容も、そのような開示が特許請求の範囲
で明示的に記載されているかどうかにかかわらず、公に供することは意図されていない。
いかなるクレーム要素も、要素が「ための手段」という語句を使用して明確に記載されて
いない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
【符号の説明】
【０１３９】
　　100　装置
　　102　処理回路
　　106　トランシーバ
　　108　特定用途向けIC(ASIC)
　　110　アプリケーションプログラミングインターフェース(API)
　　112　メモリ、メモリデバイス
　　114　ローカルデータベース
　　122　アンテナ
　　124　ディスプレイ
　　126　キーパッド
　　128　ボタン
　　200　装置
　　202　デバイス、イメージングデバイス
　　204　センサー制御機能
　　206　構成レジスタ、記憶媒体、レジスタ
　　208　クロック生成回路
　　210　トランシーバ
　　210a　受信機
　　210b　共通回路、記憶媒体、レジスタ
　　210c　送信機
　　212　制御論理、プロセッサ
　　214a　ラインドライバ/受信機
　　214b　ラインドライバ/受信機
　　216　SCL信号、信号
　　218　SDA信号、信号
　　220　デバイス、CCIeマスタデバイス、マスタデバイス
　　222a～n　デバイス
　　230　CCIeバス
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　　300　送信機
　　302　トランスコーダ
　　304　エンコーダ
　　306　ラインドライバ
　　308　オープンドレイン出力トランジスタ
　　310　入力データ
　　312　3進数
　　314　シンボル
　　320　受信機、受信回路
　　322　回路、トランスコーダ
　　324　回路、デコーダ
　　326　ラインインターフェース回路
　　328　クロックおよびデータ復元(CDR)回路
　　330　出力データ要素
　　334　シンボル
　　336　シンボル
　　338　受信クロック、クロック
　　402　シンボル順序付けサークル
　　422　Psシンボル、前のシンボル
　　424　現在のシンボル
　　426　3進数、遷移数
　　502　スレーブ識別子(スレーブID)
　　512　読取り/書込みビット
　　602　スレーブID、シーケンス
　　604　スレーブID、シーケンス
　　606　START状態
　　608　START状態
　　610　START状態
　　612　パルス
　　614　クロック信号
　　622　12シンボルの送信、CCIe送信、送信
　　624　12シンボルの送信、CCIe送信、送信
　　626　START状態
　　628　START状態
　　630　START状態
　　700　状態機械
　　702　状態
　　706　SLCIライン
　　706b　クロック信号
　　708　SCLIライン
　　716　状態、無効状態値
　　732　組合せ論理、論理
　　802　CCIeシンボル送信
　　1008　パルス
　　1106　第2のシンボルパルス
　　1110　第1のパルス
　　1111　第2のパルス
　　1112　第3のシンボルパルス
　　1114　第1のシンボルパルス
　　1120　第1のシンボルスロット、シンボルスロット
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　　1120'　伸長されたシンボルスロット
　　1122　第2のシンボルスロット
　　1122'　伸長されたシンボルスロット
　　1124　第3のシンボルスロット
　　1124'　伸長されたシンボルスロット
　　1402　第5のシンボルスロット
　　1404　第2のシンボルスロット
　　1406　後続パルス
　　1502　シンボルスロット
　　1504　シンボルスロット
　　1702　状態機械
　　1706　スタート検出論理
　　1708　第2の論理
　　1714　準安定条件
　　1716　フリップフロップ
　　1802　シンボル
　　2508　受信機クロック(RXCLK信号)
　　2522a　フレーム
　　2522c　フレーム
　　2524a　同期機会
　　2524b　同期機会
　　2526　ハートビートワード
　　2602　データ範囲
　　2604　データ範囲
　　2606　サブレンジ
　　2608　サブレンジ
　　2716a　遷移
　　2716b　遷移
　　2802　現在のシンボル、シンボル
　　2812　現在のシンボル、シンボル
　　2806　受信クロック信号(RXCLK信号)
　　2816　受信クロック信号(RXCLK信号)
　　2902　第1の回路
　　2904　RXCLK信号
　　2906　非同期S-Rラッチ、S-Rラッチ
　　2908　フリップフロップ
　　2910　フリップフロップ
　　2912　SCL低検出(SCL0DET)信号、制御信号
　　2914　SR信号、制御信号
　　2916　リセット信号
　　2920　ダウンカウンタ
　　2922　初期化値、初期値
　　2924　CNT信号
　　2926　SEL信号
　　2928　SCLMASK信号
　　3000　CDR回路
　　3002　SCLMASK信号
　　3004　比較器
　　3006　セットリセットラッチ
　　3008　ワンショット回路
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　　3010　レベルラッチ
　　3012　「遅延S」遅延要素、遅延要素
　　3014　2進比較信号(NE信号)
　　3016　信号(NEFLT信号)
　　3018　内部受信クロック(IRXCLK)信号
　　3020　入力(SI)信号
　　3022　信号(S信号)
　　3024　遅延要素
　　3026　第1のゲート
　　3028　第2のゲート
　　3030　SDAMASK信号
　　3100　論理回路構成
　　3102　第1のゲート
　　3124　比較の結果
　　3128　比較の結果
　　3130　SYNC12PRE信号
　　3132　SYNC20PRE信号
　　3140　信号(SYNC12)
　　3142　SCLMASK信号、信号(SYNC20)
　　3200　論理回路構成
　　3206　SDAMASK信号
　　3602　状態、アクティブ通信状態
　　3604　アイドル状態
　　3606　アクティブ通信状態、初期CCIeアクティブ通信状態
　　3608　状態
　　3610　書込み状態、アクティブ状態
　　3612　読取り状態、アクティブ状態
　　3614　読取り状態
　　3616　読取り状態、アクティブ状態
　　3700　UNSYNCコード
　　3802　アクティブ状態
　　3804　アクティブ状態
　　3806　コマンド
　　3808　「例外」状態
　　3810　アイドル状態
　　3812　アクティブ状態
　　3814　アクティブ状態
　　3902　非同期モード
　　3904　12シンボルCCIe送信モード、CCIe送信モード、CCIeモード
　　3906　20シンボルCCIe送信モード、CCIe送信モード、CCIeモード
　　3908　I2Cモード
　　3910　UNSYNCコード
　　3912　UNSYNCコード
　　3918　「12シンボル進入」I2C一斉呼出し
　　3920　「20シンボル進入」I2C一斉呼出し
　　3922　「12シンボル退出」一斉呼出し
　　3924　「20シンボル退出」一斉呼出し
　　4102　処理回路
　　4104　プロセッサ
　　4106　ストレージ
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　　4108　バスインターフェース
　　4110　バス
　　4112　トランシーバ
　　4114　ランタイム画像
　　4116　ソフトウェアモジュール
　　4118　ユーザインターフェース
　　4120　プログラム、時分割プログラム
　　4122　論理回路
　　4300　装置
　　4302　処理回路
　　4304　モジュールまたは回路
　　4306　モジュールまたは回路
　　4308　モジュールまたは回路
　　4310　モジュールまたは回路
　　4312　ラインインターフェース回路
　　4314　コネクタ、ワイヤ
　　4316　プロセッサ
　　4318　コンピュータ可読記憶媒体
　　4320　バス

【図１】 【図２】
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